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第１編 計画の全体像 
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第１章 計画策定にあたって 
 

 

第１節 計画策定の背景 

 

 

 平成12（2000）年４月に始まった介護保険制度は、令和３（2021）年には22年目を迎え、高齢

者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして定着してきました。 

 令和７（2025）年には、いわゆる団塊世代のすべてが75歳以上となり、令和22（2040）年には、

団塊ジュニア世代が６５歳以上になるなど、引き続き、持続可能な福祉や社会保障制度の構築が

求められることとなります。 

 これまで取り組んできた「地域包括ケアシステム（P７、８参照）」を地域の実情に応じて推進しつ

つ、さらなる未来を展望し、介護保険制度の持続的・安定的に運営していくことが重要となっていま

す。 

 また、令和２（２０２０）年６月には介護保険法の一部が改正され、「地域包括ケアシステム、介護

保険制度を基盤とした地域共生社会づくり」「介護サービス需要の更なる増加・多様化への対応」

「現役世代（担い手）減少への対応」といった方向が示されました。 

 習志野市においては、平成12（2000）年度には11.9％であった高齢化率（総人口に占める高

齢者人口の割合）は、令和元（2019）年度には23.3％となり、超高齢社会と呼ばれる社会構造

になっています。また、今後の推計では、令和７（2025）年度に24.１％、令和２２（２０４０）年度に

は３０.２％になるものと予測されています。 

 習志野市の高齢化の状況は、国や千葉県と比較すると進み方は緩やかですが、小さなコミュニテ

ィ単位でみると、国や千葉県以上に急速に進んでいる地域もあり、より早い対応が求められていま

す。 

 こうした状況を踏まえ、中長期の高齢者福祉や介護保険のあり方を展望しつつ、当面の具体的

な取り組みを位置づけるものとして、本計画を策定するものです。 
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第２節 計画期間 

 

 

 第８期となる本計画の期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間です。 

 本計画においては、団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年を見据え、第６期計画から

位置づけられた、「地域包括ケアシステム」の推進を目指します。さらに、本計画からは現役世代人

口の急激な減少が予想される令和22（2040）年頃についても、中長期的な視点から踏まえた計

画としていきます。 

 

 

◆計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この計画における表記は、前期計画を「第７期計画」、本計画を「第８期計画」、次期計画を「第９期計画」としていま
す。 

 

 

 

 

 

  

第６期計画   第７期計画    第８期(本計画)  第９期計画     第 10 期～ 

令和３～ 

５年度 

(2021-2023) 

 

平成27～ 

29年度 

(2015-2017) 

平成30～ 

令和２年度 

(2018-2020) 

令和６ 

～８年度 

(2024-2026) 

令和９ 

年度～ 

(2027-) 

令和７（2025）年を見据え、地域包括ケアシステム 

の構築を目指す視点での取り組み 

地域包括ケアシステムの構築を踏まえ、現役世代 

が急減する令和22（2040）年頃を見据えた対応 
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第３節 計画の位置づけ 

 

 

「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」 

 高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第20条の８に基づき、老人居宅生活支援事業および老人

福祉施設による事業の供給体制の確保に関して市が定める計画です。 

 介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づき、市町村が行う介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関して市が定める計画です。 

 これらの計画は、一体のものとして作成するよう、定められています。 

 

他の計画などとの関わり 

 この計画は、国の指針や県の高齢者施策・計画などと連動しながら、「習志野市長期計画」が掲

げる理念や将来都市像をもとに、他の計画との調和を図りつつ、習志野市における高齢者福祉の

総合的な計画としての目標、具体的な施策などを示したものです。 

 

◆計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

老人福祉法 介護保険法 

・習志野市地域福祉計画 

・健康なまち習志野計画 

・習志野市障がい者基本計画、習志野市障がい福祉計画 

・習志野市地域防災計画 

・習志野市インフルエンザ等対策行動計画 

 
 
＜上位計画など＞ 

・習志野市文教住宅都市憲章 

・習志野市長期計画 

（基本構想、基本計画、実施計画） 

習志野市 

国 千葉県 

介護保険事業計画基本指針 

＜関連計画など＞ 

指針 連動 調和 

調和 

・千葉県高齢者居住安定

確保計画 

・千葉県保健医療計画 

習志野市高齢者保健福祉計画 

第８期介護保険事業計画 

千葉県高齢者 

保健福祉計画 
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第４節 この計画が目指すこと 

 

計画の基本理念 

 

『住み慣れた地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち』 

 

 本市では、介護保険制度の創設された平成12（２０００）年度より高齢者保健福祉計画および介

護保険事業計画を一体として定め、介護サービスの確立や健康づくり、介護予防に取り組んでま

いりました。 

 介護サービスの需要が増加するにつれて供給体制は確立されてきましたが、一方で、この間、高

齢化は急速に進み、本市の高齢化率は平成12（２０００）年度の11.9％から令和元（２０１９）年

度には23.3％と倍増するとともに、独居の高齢者や高齢者世帯が増加し、地域社会や家族関係

のあり方が希薄化するなど大きく変化しています。 

 今後も高齢化は進展を続け、団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年には、介護・福祉

サービスの需要は全国的にピークに達するほか、令和22（2040）年頃には、現役世代の急激な

人口減少も予測されるなど、社会構造の厳しい変化も想定されます。 

 このような状況のなか、高齢者が支援や介護を要する状態になったとしても、住み慣れた地域で

その人らしい暮らしを続けられるために、「医療」・「介護」・「介護予防」・「住まい（生活の場）」・

「生活支援」を切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」を構築することが必要となっており、

平成27（2015）年度よりスタートした「習志野市 光輝く高齢者未来計画2015」（第６期計画）

より、『住み慣れた地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち』を基本理念として掲げ、施策

を展開しております。 

本計画では、「習志野市 光輝く高齢者未来計画2018」（第7期計画）で定めた、次の４つの基

本目標についても引き続き掲げ、習志野市らしい地域包括ケアシステムの推進を図り、『住み慣れ

た地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち』の構築を目指してまいります。 

 

基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 
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◆『地域包括ケアシステム』の姿 

 日常生活圏域（P.15）を基本とする各地域において、自立した生活が可能な「住まい（生活の

場）」が確保され、個人の尊厳が保持された状態のもと、それぞれの「住まい（生活の場）」におい

て、個々の課題に合った「医療」と「介護」のサービスが専門職の連携の下で提供されるとともに、

ニーズに応じた「生活支援」と「介護予防」が地域住民を含む幅広い担い手によって提供されるよ

う、『地域包括ケアシステム』の推進を図ります。 

 

地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気になったら・・・ 

医  療 

 

・急性期病院 
・亜急性期・回復期 
  リハビリ病院 

日常の医療： 
・かかりつけ医 
・地域の連携病院 
 

介護が必要になったら・・・ 

介  護 

 

■施設系・居住系サービス 
・特別養護老人ホーム 
（介護老人福祉施設） 

・介護老人保健施設 
・認知症グループホーム 
（認知症共同生活介護） 

・特定施設入所者生活介護 
                     など 

■在宅サービス 
・訪問介護 ・訪問看護  
・通所介護 
・短期入所生活介護 
・小規模多機能型居宅介護 
・看護小規模多機能型居宅介
護 

・定期巡回・随時対応型訪問介
護看護 など 

 
■介護予防サービス 

住まい 

（生活の場） 

 
・自宅 
・サービス付き高齢者向け住宅 
・有料老人ホーム など 
 

生活支援・介護予防 

 
・老人クラブ、自治会 
・ボランティア 
・ＮＰＯ など 
 

※地域包括ケアシステムは、おおむね 30 分以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位として想定 

・高齢者相談センター 
（地域包括支援センター） 

・ケアマネジャー 
 
相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

通院・入院 通所・入所 
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◆『地域包括ケアシステム』の推進 

【地域包括ケアシステムの推進のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本施策 1-1 介護サービスの提供体制の整備】（P.5２）
【本計画の方向性】 

住み慣れた地域

において提供さ

れる専門的サー

ビスの量的およ

び質的な充実 

【基本施策 2-3 医療と介護の連携体制の構築】（P.7５）

 

【 】 （ ）

【医療】・【介護】 

【基本施策 1-4 介護給付の適正化】（P.５９） 

【生活支援】・【介護予防】 

【本計画の方向性】 

地域住民を含む

幅広い担い手に

よる「支え合い」

や「予防」の活動

の充実と専門職

による活動への

支援 

【基本施策 2-4 認知症施策の推進】（P.8０）

】 

（ ）

【基本施策 4-1 高齢者を地域で支える仕組みの拡大】

 【住まい（生活の場）】 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向け住宅

の量の確保 

【基本施策 1-2 高齢者の住まいの確保】（P.5６） 

【本計画の方向性】 

高齢者向け住宅 

の適切な供給 
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第５節 計画の策定プロセス 

 

 本計画を策定するにあたっては、市民や介護サービス事業者の実態把握のため、令和元（2019）

年度に『高齢者等実態調査』（アンケート調査）を行いました。 

 また、要介護認定者の在宅生活や介護者の就労の継続の実現に向けた介護サービスの在り方

を検討するため、令和元（２０１９）年度に『在宅介護実態調査』を行いました。 

 計画の内容については、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被保険者、介護サービ

ス事業者から構成する「習志野市介護保険運営協議会」における審議を経たうえで、令和２

（2020）年11月に「習志野市 光輝く高齢者未来計画2021（高齢者保健福祉計画・第８期介

護保険事業計画）素案」を作成し、広報習志野や市のホームページを通じて市民から幅広く意見

（パブリックコメント）を募集し、策定しました。 

 

◆計画の策定プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市 健康福祉部 

(事業実施・進捗管理（平成 30～令和２年度)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(見直し・検討) 

 

ニ
ー
ズ
・
課
題
の
把
握 

習志野市 光輝く高齢者未来計画２０１８ 

（高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画） 

 

庁内検討委員会 

各担当課 

パブリックコメント 
実態調査 

意見・要望 市 民 

介護保険運営協議会 
 

習志野市 光輝く高齢者未来計画２０２１ 

（高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画） 

 

意見・要望 
介護サービス

事業者 

実態調査 
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◆計画を策定するための各種調査の概要 

 

高齢者等実態調査 

区分 一般高齢者 在宅認定者など 施設利用者 一般若年者 
サービス 

提供事業者 

1. 対象者 
65歳以上 

の市民 

要支援・要介護
認定を受けてい
る、または介護
予防・日常生活
支援総合事業対
象者である市介
護保険被保険者 

介護保険施設に

入所している市

介護保険被保険

者 

40歳以上64歳 

以下の市民 

市民に介護保険

サービスを提供

する指定介護保

険事業者 

2．抽出方法 無作為抽出 無作為抽出 全数 無作為抽出 全数 

3．対象者数 1,500人 1,500人 780人 1,500人 109事業者 

4．調査方法 郵送による配付、回収 

5．実施時期 令和元（2019）年12月中旬～令和2（2020）年1月10日 

6．回収結果      

 ・回収数 918 763 348 592 55 

 ・有効回収数 917 762 348 592 55 

 ・有効回収率 61.1% 50.8% 44.6% 39.5% 50.5% 

参考： 
前回調査回収率 
（平成28年度） 

（59.3％） （51.1％） （38.1％） （43.3％） （53.1％） 

 

在宅介護実態調査 

区分 在宅認定者 

1. 対象者 

在宅で要支援・要介護認定を受けていて、認定更新、認定区分変更の申請を行い、

平成31（2019）年4月1日から令和2（2020）年3月31日に市認定調査員による介護認定

状況調査を行った人 

※入院中、介護保険施設、特定施設、認知症グループホームの入居者は対象外 

 特定施設入居者生活介護または地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けて

いない有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者は、

在宅と見なし調査対象 

2．対象者数 1,000人（回収人数：826人） 

3．調査方法 市認定調査員による聞き取り 

4．実施時期 平成31（2019）年4月1日～令和2（2020）年3月31日 
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第６節 計画の進捗管理 

 

①庁内の推進体制 

  本計画に定める各施策は、福祉・保健・医療・まちづくり・防災など広範囲の分野が関わってい

るため、計画を効果的に実行し、推進していくためには、庁内の関係各課が緊密に連携して、取り

組む必要があります。 

  そこで、健康福祉部を中心とする組織体制で、計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②関係団体や地域との連携 

  様々な人が地域で支え合いに参加するための場の提供や､地域の中での協働・連携をさらに深

め、住み慣れた地域のなかで、高齢者を支えながら過ごせるような体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
連 携 

【健康福祉部】 

＜高齢者支援課＞ 

○高齢者福祉サービス・権利擁護 

○介護予防・生活支援（地域支援事業） 

○老人福祉施設の整備 など 

＜介護保険課＞ 

○介護保険制度の運用 

○事業者の指定・指導 など 

＜健康支援課＞ 

○健康づくり・健康診査 など 

【都市環境部】 

○バリアフリーのまちづくり 

○住宅関連施策 など 

【協働経済部】 

○消費者被害の防止 

○地域コミュニティ関連施策 など 

【総務部】 

○地域防災関連施策 など 

【教育委員会 生涯学習部】 

○生涯学習・生涯スポーツの推進 

など 

計画の進捗管理： 

高齢者支援課・介護保険課・健康支援課 
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③計画の進捗管理と実績評価 

 本計画を着実に実行していくためには、進捗状況を客観的に評価し、点検することが必要です。 

 このため本市では、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被保険者、介護サービス事

業者から構成する「習志野市介護保険運営協議会」において、介護保険事業や高齢者施策全体

にわたり、意見を取り入れながら、PDCA サイクル（計画→実施→評価→改善）を踏まえた進捗管

理を行います。 

 また、本計画において設定した各施策の個別目標（P.1４０）に対する取り組みの達成状況につ

いて、各年度、中間評価（４月～９月）と実績評価（１０月～３月）を行います。 

 第 9期計画の策定にあたっては、この評価結果を踏まえて策定するものとします。 

 

◆計画期間（３年間）における進捗管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＰＤＣＡサイクルの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

進
捗
管
理 

習志野市光輝く高齢者未来計画２０２１ 

（高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画） 

高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画 

介護保険 

運営協議会 

計 画 

（ Plan ） 

実 施 

（ Do ） 

評 価 

（ Check ） 

改 善 

（ Action ） 

意見 

 

各年の 

実績評価 

 

（中間および年度末 

の２回実施） 

 
実態調査 

パブリックコメント 
市 民 
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第２章 習志野市の現状と課題 
 

 

第１節 習志野市の高齢化の状況と推移 

 

 

高齢化の状況と推移 

 習志野市の人口は、団塊の世代（昭和22年から昭和24年生まれ）が75歳以上となる令和７

（2025）年度には、176,227人まで増加し、その後は減少傾向に転じるものとして推計していま

す。 

 一方、高齢者人口（65歳以上）は増加を続け、平成30（2018）年度には４０，２０１人、高齢化率

（総人口に占める高齢者人口の割合）は23.２％であったものが、令和７（2025）年度には

42,422人、24.1％、さらに長期的な視点では、令和22（2040）年度には51,648人、30.2％に

増加するものと見込まれています。高齢化のスピードは、国全体の動きと比べると緩やかではある

ものの、着実に進展している状況です。 

 

 【総人口・高齢者人口・高齢化率の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）習志野市値 実績：住民基本台帳 推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成 

       全国値  実績・推計：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム 

 
実績値 第８期計画値 中長期の展望 

(総人口) 

173,362 176,005 176,102 176,190 176,227 175,329 173,561 171,210 
      

 

 

（人） 
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前期・後期高齢者の推移 

 高齢者人口の中でも、後期高齢者（75歳以上）の数は増加を続け、令和７（2025）年度には２５，

748人となる見込みです。 

また、前期高齢者については、令和７（２０２５）年度までは減少傾向であるものの、その後、令和

22（2040）年度にかけては、増加基調へと転じる見込みとなっています。 

 

【前期・後期高齢者数の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）実績：住民基本台帳 推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成 

 

 

 

  

 
 実績値 第８期計画値 中長期の展望 

前期高齢者 
比率 

11.4% 10.9% 10.4% 10.0% 9.5% 10.5% 13.1% 15.2% 

後期高齢者 
比率 

11.8% 12.7% 13.3% 13.9% 14.6% 14.8% 14.4% 15.0% 

       

 

 

（人） 
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第２節 日常生活圏域別の高齢化の状況と推移 

 

日常生活圏域について 

 本市では、地理的条件、人口、交通事情、公的介護施設などの整備状況、その他の社会的条件

を総合的に勘案し、市域を５つの日常生活の圏域に分けて高齢者相談センター（地域包括支援セ

ンター）を配置し、圏域ごとに総合的・包括的なマネジメントを図っています。 

 この５圏域は、「習志野市都市マスタープラン」の５地域とも一致させています。 

 

圏域名 町名 

谷津圏域 谷津、谷津町、奏の杜 

秋津圏域 袖ケ浦、秋津、香澄、茜浜、芝園 

津田沼・鷺沼圏域 津田沼、鷺沼、藤崎、鷺沼台 

屋敷圏域 花咲、屋敷、泉町、大久保、本大久保 

東習志野圏域 実籾、新栄、東習志野、実籾本郷 
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日常生活圏域別 高齢化の状況と推移 

 

【各日常生活圏域の高齢化の状況と推移】（時点：各年度3月末） 

   
年 度 合 計 谷 津 秋 津 

津田沼 

・鷺沼 
屋 敷 東習志野 

総人口 平成30（2018） 173,362 37,157  24,781  46,104  32,333  32,987  

 令和７（2025） 176,227 40,016  23,112  48,209  31,901  32,989  

 12（2030） 175,329 40,893  21,567  49,317  30,907  32,645  

 17（2035） 173,561 41,663  19,876  50,308  29,730  31,984  

 22（2040） 171,210 42,217  18,210  51,124  28,450  31,209  

年少人口 平成30（2018） 22,681 5,916  2,192  5,930  4,106  4,537  

  (0-14 歳) 令和７（2025） 20,909 6,344  1,748  5,525  3,550  3,742  

 12（2030） 18,948 5,689  1,496  5,361  3,201  3,201  

 17（2035） 17,958 5,130  1,294  5,539  2,930  3,065  

 22（2040） 17,662 5,080  1,132  5,756  2,734  2,960  

 高齢者人口 平成30（2018） 40,201 7,055  8,180  9,290  7,755  7,921  

   (65 歳以上) 令和７（2025） 42,422 8,004  7,882  9,760  8,196  8,580  

 12（2030） 44,244 8,614  7,655  10,391  8,629  8,955  

 17（2035） 47,766 9,443  7,772  11,458  9,361  9,732  

 22（2040） 51,648 10,600  7,698  12,542  10,072  10,736  

 前期高齢者人口 平成30（2018） 19,735 3,713  3,924  4,484  3,724  3,890  

 (65-75 歳) 令和７（2025） 16,674 3,409  2,714  3,895  3,242  3,414  

  12（2030） 18,368 3,723  2,768  4,515  3,728  3,634  

  17（2035） 22,719 4,494  3,443  5,681  4,497  4,604  

 

 22（2040） 26,011 5,406  3,673  6,416  4,998  5,518  

後期高齢者人口 平成30（2018） 20,466 3,342  4,256  4,806  4,031  4,031  

 (75 歳以上) 令和７（2025） 25,748 4,595  5,168  5,865  4,954  5,166  

  12（2030） 25,876 4,891  4,887  5,876  4,901  5,321  

  17（2035） 25,047 4,949  4,329  5,777  4,864  5,128  

  22（2040） 25,637 5,194  4,025  6,126  5,074  5,218  

 高齢化率 平成30（2018） 23.2% 19.0% 33.0% 20.2% 24.0% 24.0% 

 令和７（2025） 24.1% 20.0% 34.1% 20.2% 25.7% 26.0% 

 12（2030） 25.2% 21.1% 35.5% 21.1% 27.9% 27.4% 

 17（2035） 27.5% 22.7% 39.1% 22.8% 31.5% 30.4% 

 22（2040） 30.2% 25.1% 42.3% 24.5% 35.4% 34.4% 

（資料）実績：住民基本台帳 推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成 

 

○市全体として、少子化・高齢化が進展する見込みであり、介護や支援のニーズが増大すること

が見込まれます。 

○とりわけ、秋津圏域の高齢化は著しく、他の圏域と比較すると高齢化率が突出して高くなってい

ます。 
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第３節 習志野市の介護保険の状況と推移 

 

 

被保険者数の推移 

 第１号被保険者（65歳以上）の数は、令和２２（２０４０）年度まで増加が見込まれます。 

 第２号被保険者（40歳から64歳）の数は、令和7（２０２５）年度まで増加傾向にありますが、その

後は、減少傾向に転じていくことが見込まれます。 

 

 

【第１号、第２号被保険者数の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（資料）実績：住民基本台帳、歳入歳出決算報告書 

推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成、地域包括ケア「見える化」システム 

 
実績値 第８期計画値 中長期の展望 

(被保険者数計) 

100,016 103,506  104,238  104,926  106,135  106,354 105,043 104,796 
    

 
（人） 
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要介護・要支援認定者数の推移 

 認定者数は、年々増加してゆく傾向にあり、令和7（２０２５）年度には8,641人、令和２２（２０４０）

年度には、１０，８７２人になると見込んでいます。 

 認定者数の増加は、高齢者人口の増加に伴うものであり、今後も進んでいくことが予測されます。 

 

【要介護・要支援認定者数の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

（資料）実績：歳入歳出決算報告書  

推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成、地域包括ケア「見える化」システム 

 
 第８期計画値 中長期の展望 
(認定者数計) 

6,776 7,447  7,767  8,049  8,641  9,760 10,477 10,872 
     

 

 

（人） 
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要介護・要支援認定率の推移 

要介護・要支援認定率（被保険者数のうち、要介護・要支援認定を受けている人数の割合）は、

国平均に比べやや低く、県平均はやや上回る値となっています。 

令和１２（２０３０）年度までは、高齢者のなかでも要介護・要支援になるリスクの高い後期高齢者

の割合が増加すると予測されるため、認定率は上昇することが見込まれますが、その後は前期高

齢者の割合が増加することに伴い、減少傾向になることが見込まれています。 

 

【要介護・要支援認定率（第1号被保険者）の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）実績：歳入歳出決算報告書  

推計：人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成、地域包括ケア「見える化」システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実績値 第８期計画値 中長期の展望 
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要介護・要支援状態につながる原因 

在宅の要介護・要支援認定者などが、介護・介助が必要になった主な原因としては、「認知症

（アルツハイマー病等）」「高齢による衰弱」「骨折・転倒」「脳卒中（脳出血・脳梗塞）」が多く挙

げられています。 

そのなかでも、「認知症（アルツハイマー病等）」「脳卒中（脳出血・脳梗塞）」は、要介護1～5

の人からの回答が比較的多く、要介護状態になるリスクの高い病気であることが分かります。 

 

【要介護・要支援状態につながる原因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 
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6,000

平成27

(2015)年度

平成28

(2016)年度

平成29

(2017)年度

平成30

(2018)年度

令和元

(2019)年度

施設系サービス

居住系サービス

在宅サービス

サービス利用者（受給者）数の状況 

 要介護・要支援認定者数の増加に伴い、サービス利用者数についても増加傾向で推移しており、

月平均利用者数でみると、平成２７（2015）年度には4,587人でしたが、令和元（2019）年度に

は5,06５人となっています。 

 介護サービスを在宅（通所介護、訪問介護など自宅に住みながら受けるサービス）、居住系（認

知症グループホームなど要介護・要支援者向けの住まいに移り住んで受けるサービス）、施設系

（特別養護老人ホームなど施設に入所して受けるサービス）に分類して利用者数の推移をみると、

以下のようになります。 

  【月平均利用者数の状況】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （資料）厚生労働省 介護保険事業状況報告 

 

<介護サービスの分類> 

【在宅サービス】 … 自宅に住みながら受けるサービス 

   訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、 

   通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、 

   短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、 

   小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防支援、居宅介護支援 

【居住系サービス】 … 要介護・要支援者向けの住まいに移り住んで受けるサービス 

   特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、 

認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム） 

【施設系サービス】 … 施設に入所して受けるサービス 

   特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、介護医療院 

 
  実績値   

(利用者数計) 

4,587 4,801  4,753  4,745  5.065 
     

 

 

（人） 
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1,298 1,299 1,383 1,440 1,422

2,380 2,316 2,409 2,424 2,433

3,132 3,116 3,179 3,281 3,334

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成27

(2015)年度

平成28

(2016)年度

平成29

(2017)年度

平成30

(2018)年度

令和元

(2019)年度

在宅サービス 居住系サービス 施設系サービス

サービス利用者一人あたりの給付費 

 在宅サービス、居住系サービス、施設系サービスそれぞれの利用者一人あたりの給付費（年額）

平均の推移をみると、比較的緩やかな伸びが主となっており、在宅サービスについては、平成30

（2018）年度から令和元（2019）年度にかけて、減少する傾向も見られています。 

 

【サービス一人あたり給付費の状況】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）介護保険事業状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円） 
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4,821 
5,811 6,207 6,564 6,832 

7,823 8,519 8,967 
1,268 

1,713 
1,970 

2,335 2,475 

2,758 
2,979 

3,111 

2,871 

3,091 
3,360 

3,360 
3,938 

4,456 

4,899 
5,183 

488 

529 
548 

588 
678 

992 
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2,614 

0
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4,000

6,000
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16,000

18,000

20,000
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(2018)年度

令和３

(2021)年度

令和４

(2022)年度

令和５

(2023)年度

令和７

(2025)年度

令和12

(2030)年度

令和17

(2035)年度

令和22

(2040)年度

 

介護給付費の推移 

 要介護・要支援認定者数の増加に伴い、サービス利用者数の増加が見込まれ、介護給付費につ

いても年々増加の傾向にあり、平成３０（２０１８）年度は９４億４８００万円でしたが、令和7（2025）

年度は約１．５倍の1３９億２３００万円、令和２２（２０４０）年度は約２．１倍の１９８億７５００万円に

のぼると推計しています。 

 

【介護給付費の推移】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

（資料）実績：歳入歳出決算報告書  推計：地域包括ケア「見える化」システム 

0

在宅サービス 居住系サービス 施設系サービス その他

 
実績値 第８期計画値 中長期の展望 

（介護給付費計） 

9,448 11,144 12,085 12,847 13,923 16,029 17,922 19,875 
       

 

 

（百万円） 
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給付費の構成比 

 サービスを在宅、居住系、施設系に分類して給付費の構成比をみると、全国・千葉県と大きな違

いは見られないものの、全国・千葉県の値に比べて在宅サービスと居住系サービスの占める割合

がやや高く、施設系サービスの占める割合がやや低くなっています。 

 

  【サービス給付費構成比の比較】（時点：平成30年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （資料）厚生労働省 平成30年度介護保険事業状況報告 年報 
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第４節 習志野市の高齢者の状況と推移 

 

 

高齢者の世帯の状況と推移 

 高齢者のいる一般世帯の割合は増加傾向にあり、平成27（2015）年では34.1％となっていま

すが、千葉県の値よりは約５ポイント下回っています。 

また、高齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯とも増加傾向にあります。 

 今後の推計では、総人口の動向も踏まえ、長期的には一般世帯数全体は減少に転じる一方、高

齢者のいる一般世帯数は実数・構成比ともに増加が続くものと見込まれます。 

 

【高齢者のいる世帯の状況】 

（単位：世帯、％） 

 

平成 17 年 

（2005） 

平成 22 年 

（2010） 

平成 27 年 

（2015） 

平成 27 年 

（2015） 

 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 千葉県 

一般世帯数 64,861 100.0% 70,099 100.0% 72,308 100.0% 100.0% 

  高齢者のいる一般世帯数 17,096 26.4% 21,128 30.1% 24,669 34.1% 39.5% 

  高齢者単身世帯数 3,596 5.5% 5,122 7.3% 6,601 9.1% 9.9% 

  高齢者夫婦世帯数 5,789 8.9% 6,968 9.9% 8,162 11.3% 12.6% 

   夫婦とも 65 歳以上 4,143 6.4% 5,526 7.9% 6,771 9.4% 9.4% 

（資料）国勢調査 

 

【高齢者のいる世帯の今後の推計】 

（単位：世帯、％） 

    

令和７年 

（2025） 

令和 22 年 

（2040） 

    世帯数 構成比 世帯数 構成比 

一般世帯数  76,482  100.0% 74,305  100.0% 

  高齢者のいる一般世帯数 28,210  36.9% 34,345  46.2% 

  高齢者単身世帯数 7,551  9.9% 9,193  12.4% 

  高齢者夫婦世帯数 9,332  12.2% 11,362  15.3% 

    夫婦とも 65 歳以上 7,763  10.2% 9,451  12.7% 

（資料）推計：国勢調査、人口推計結果報告書（令和元年6月）を基に作成 
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高齢者の住まいの状況 

 高齢者のいる世帯の住居の状況は、持家が８割近くを占めて最も多くなっています。公営・都市

再生機構・公社の借家の割合が千葉県よりも多く、本市の特徴となっています。 

 

【高齢者のいる世帯の住居の状況】 

                                                             （単位：世帯、％） 

  

  

  

  

  

  

 世帯数   構成比  

習志野市 千葉県 習志野市 千葉県 

平成22年 

(2010) 

平成27年 

(2015) 

平成27年 

(2015) 

平成22年 

(2010) 

平成27年 

(2015) 

平成27年 

(2015) 

合 計   21,128 24,669 1,028,003 100.0% 100.0% 100.0% 

  持家   16,373 19,320 862,563 77.5% 78.3% 83.9% 

  公営・都市再生機構・ 
  公社の借家 

2,891 3,230 54,579 13.7% 13.1% 5.3% 

  民営の借家 1,653 1,870 99,095 7.8% 7.6% 9.6% 

  給与住宅   67 61 2,304 0.3% 0.2% 0.2% 

  間借り   123  125  5,438  0.6% 0.5% 0.5% 

  その他   21  63  4,024  0.1% 0.3% 0.4% 

（資料）国勢調査 

 

 高齢者等実態調査では、「持家」の回答割合が一般高齢者（要介護・要支援認定を受けていな

い人）で８割台半ば、在宅要介護・要支援認定者などで７割台半ばを占めて多く、なかでも一戸建

てが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 
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一般高齢者

（総数917）

在宅要支援認定者など

（総数287）

在宅要介護認定者

（総数423）

持家（一戸建て） 持家（集合住宅）

公営賃貸住宅(市・県営、都市機構 公社等) 民間賃貸住宅（一戸建て）

民間賃貸住宅（集合住宅） 借家（賃貸借契約を結んでいない住宅）

その他 無回答
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Ⅰ
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23.3 
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9.8 

7.1 

Ⅱ（a・b）

32.0 
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7.7 
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32.8 

29.4 

18.6 

Ⅲ（a・b）

17.3 

2.4 

19.3 

44.9 

43.7 

40.2 

Ⅳ・Ｍ

3.8 

0.1 

0.2 

1.4 

10.9 

30.3 
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＜凡例＞

全 体 （6,685）

要支援１（1,202）

要支援２ （691）

要介護１（1,694）

要介護２ （952）

要介護３ （877）

要介護４ （737）

要介護５ （532）

認知症の人の状況と認知症高齢者の推移 

 要介護３から５の人では、日常生活自立度Ⅲ（a・b）の人が約４割を占めて最も多くなっています。 

 今後の推計では、高齢者の増加に伴い認知症高齢者の数は増加していき、令和７（２０２５）年度

に8,7３８人、令和22（２０４０）年度に1３,１１８人になると見込まれています。 

 

 【認知症の人の状況】（時点：平成30年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市認定調査員調査分人数 

【認知症高齢者の日常生活自立度判定基準】 

ランク 判断基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注
意していれば自立できる。 

 Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

 Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 

 Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

 Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を
必要とする。 

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

 

【認知症高齢者数の推移】        （単位：人） 

  
令和７ 

（2025）年度 
令和 22 

（2040）年度 

認知症高齢者数 8,738 13,118  

 （資料）厚生労働省 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）から算出 

 

（人） 
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高齢者の疾病と後期高齢者医療費の状況 

 現在治療中または後遺症のある病気については、一般高齢者、在宅要支援認定者など（介護予

防・日常生活支援総合事業対象者含む）ともに、「高血圧」が最も多く、次いで「目の病気」が多く

なっています。「目の病気」と「筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症など）」では、一般高齢者と在

宅要支援認定者などの差が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 
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高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気(肺炎や気管支炎等)

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん(悪性新生物)

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

歯の病気

その他

無回答

％

一般高齢者（総数917）

在宅要支援認定者など（総数293）
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被保険者数（単位：人） 保険給付費（単位：千円）

 本市の後期高齢者医療の被保険者数は、高齢化に伴い年々増加の傾向にあり、令和元（２０１９）

年度末で20,７１８人となっています。 

また、保険給付費も同様に増加傾向にあり、令和元（２０１９）年度は約1５４億円となっています。 

 

【後期高齢者医療被保険者数および保険給付費の状況】（時点：各年度3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後期高齢者医療保険一人あたり年間給付費の推移】（時点：各年度3月末） （単位：円） 

  

平成 27 

（2015）年度 

平成 28  

（2016）年度 

平成 29  

（2017）年度 

平成 30  

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

被保険者一人当たり 

給付費 
719,744 712,284 726,460 721,146 742,500 

  

（資料）歳入歳出決算報告書、千葉県後期高齢者医療給付の状況 

 

 

（人） （千円） 
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高齢者の就業・社会活動の状況 

 就業している高齢者は増加傾向にあり、平成27（201５）年の就業率は全体で20.1％となって

いますが、千葉県の値よりは約２ポイント下回っています。 

 年齢別にみると、65～69歳では37.5％、70～74歳でも21.4％と多くなっていますが、80～84

歳では6.5％にとどまっています。 

 

【高齢者の就業の状況】                                           （単位：人、％）   

  
習志野市 千葉県 

  

平成22年 

(2010) 

平成27年 

(2015) 

平成27年 

(2015) 

  
人口 就業者数 就業率 人口 就業者数 就業率 人口 就業者数 就業率 

合 計 31,488  5,948  18.9 37,455  7,546  20.1 1,584,419  351,528  22.2 

 65-69歳 10,283  3,400  33.1 11,166  4,187  37.5 486,671  192,082  39.5 

 70-74歳 8,646  1,596  18.5 9,524  2,037  21.4 401,929  93,930  23.4 

 75-79歳 6,110  641  10.5 7,749  859  11.1 302,271  41,557  13.7 

 80-84歳 3,635  224  6.2 5,115  335  6.5 209,585  17,108  8.2 

 85歳以上 2,814  87  3.1 3,901  128  3.3 183,963  6,851  3.7 

（資料）国勢調査 
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 「高齢者等実態調査」の結果では、一般高齢者への調査で、１割程度の回答者が「週４回以上」

収入のある仕事に通っている、と回答しています。「週２～３回」までを含めると、２０％近くに上りま

す。 

 

【会・グループなどへの参加頻度（一般高齢者）】 

（総数 917） 

上段：回答数（人）   
 

下段：割合（％） 

週４回 
以上 

週２～ 
３回 

週１回 
月１～ 
３回 

年に数回 
参加して
いない 

無回答 

(１)ボランティア 
11 20 26 47 47 499 267 

1.2  2.2  2.8  5.1  5.1  54.4  29.1  

(２)スポーツ関係 
48 119 69 55 35 391 200 

5.2  13.0  7.5  6.0  3.8  42.6  21.8  

(３)趣味関係 
44 74 71 128 60 344 196 

4.8  8.1  7.7  14.0  6.5  37.5  21.4  

(４)学習・教養サークル 
10 15 22 45 31 523 271 

1.1  1.6  2.4  4.9  3.4  57.0  29.6  

(５)てんとうむし体操 (転倒予
防体操) 

10 5 15 22 7 595 263 

1.1  0.5  1.6  2.4  0.8  64.9  28.7  

(６)地域サロン（地域テ
ラス） 

1 1 7 12 12 603 281 

0.1  0.1  0.8  1.3  1.3  65.8  30.6  

(７)高齢者のつどい 
1 2 2 15 27 596 274 

0.1  0.2  0.2  1.6  2.9  65.0  29.9  

(８)老人クラブ 
1 1 3 20 22 593 277 

0.1  0.1  0.3  2.2  2.4  64.7  30.2  

(９)町内会・自治会 
4 8 11 59 130 454 251 

0.4  0.9  1.2  6.4  14.2  49.5  27.4  

(10)収入のある仕事 
107 66 17 18 14 470 225 

11.7  7.2  1.9  2.0  1.5  51.3  24.5  

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 
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第５節 高齢化による課題 

 

 

①孤立しやすい独居高齢者、高齢者世帯の増加 

 高齢者にとって、人とのつながりやコミュニティとの関わりは、安心・安全、生きがいなど、さまざま

な効果をもたらすものです。一方で、独居高齢者や高齢者世帯が増加傾向（P.2５）にあるなか、

家族や友人・知人以外での相談相手がいないという人が多く、社会からの孤立が原因となり、健

康状態や要介護状態が重度化するなどの目に見えない問題が生じています。 

 「高齢者等実態調査」では、家族や友人・知人以外での、何かあったときの相談相手として、一般

高齢者は「そのような人はいない」、在宅要支援認定者などは「ケアマネジャー」の回答が、それぞ

れ最も多く挙がっています。 

 さまざまなコミュニケーションを喚起・促進し、高齢者の地域生活を支えていくため、組織や団体、

相談窓口などがその役割を果たしていますが、今後はこうした多様なコミュニケーションの場や機

会をより積極的に紹介したり、支え合いや見守りなど、地域に根付いた活動の充実をさらに図って

いく必要があります。 

 

【家族や友人・知人以外で何かあった時に相談する相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

6.8 

6.5 

3.9 

3.1 

30.6 

5.0 

13.8 

5.1 

39.0 

9.6 

6.1 

13.3 

9.9 

46.4 

31.7 

8.2 

24.2 

7.2 

16.4 

9.6 

0 10 20 30 40 50

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

高齢者相談員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

薬剤師

高齢者相談センター（地域包括

支援センター）・市役所

その他

そのような人はいない

無回答

％

一般高齢者（総数917）

在宅要支援認定者など（総数293）
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＜第７期計画の振り返り＞ 

高齢者の総合的な相談窓口である高齢者相談センター（地域包括支援センター）において、

ネットワークを活用した情報発信や機関紙を発行し、各地域のニーズに合わせた情報発信を行

いました。 

また、地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動を活発化させるため、「高齢者見

守り事業者ネットワーク協力事業者連絡会」の開催などに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 34 - 

②在宅サービスへのニーズの高まり 

 住み慣れた自宅での生活をできる限り続けていくための支援は、高齢社会における主要な課題

の一つであり、本市においても、一般高齢者、在宅要介護・要支援認定者などともに、支援や介護

が必要となったとしても自宅で生活を続けていきたいという在宅志向が強く、通所介護や訪問介

護といった在宅サービスの充実が求められています。また、介護サービス提供事業者からも、在宅

サービスの不足が指摘されている状況にあります。 

 「高齢者等実態調査」では、介護のあり方や今後の生活場所について、一般高齢者は「介護保

険制度のサービスや保健福祉サービスを活用しながらできる限り自宅で介護を受けたい」、在宅

要介護・要支援認定者などは「（現状の住まいに）現在のまま住み続けようと思う」という回答が、

それぞれ最も多く挙がっており、在宅志向の強さがあらわれています。 

 

【今後、介護が必要となった場合にどのようにしたいか（一般高齢者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後希望する生活場所（在宅要介護・要支援認定者など）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

67.6 

8.2 

0.7 

3.1 

6.8 

1.7 

6.8 

5.1 

57.0 

4.0 

0.5 

2.4 

12.8 

5.9 

12.1 

5.4 

0 20 40 60 80

現在のまま住み続けようと思う

現在の住まいを改修するなどして住み続けようと

思う

家族や親族、兄弟姉妹のところへ移り住もうと思う

高齢者向けの住宅へ移り住もうと思う

介護保険の施設に入所しようと思う

その他

わからない

無回答

％

在宅要支援認定者など（総数293）

在宅要介護認定者（総数423）

13.8 38.2 9.8 7.6 14.9 
2.6 

1.1 
9.3 2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般高齢者

（総数917）

家族などを中心にできる限り自宅で介護を受けたい

介護保険制度のサービスや保健福祉サービスを活用しながらできる限り自宅で介護を受けたい

高齢者向けの住宅に移り、介護を受けたい

軽費老人ホーム（ケアハウス）のような低所得者に配慮した住宅に移り、介護を受けたい

介護保険制度のサービス対象となる特別養護老人ホーム、老人保健施設などに入所したい

介護は受けたいが、利用料等の負担を考え、介護保険制度のサービスの利用は控える

その他

わからない

無回答
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また、高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を続けていくために必要な市の施策としては、「24

時間いつでも在宅で受けられる介護・看護サービスの充実」「自宅など本人が望む場所で看取り

ができる在宅医療の充実」「困ったときに気軽に相談できる窓口の充実」が多く挙がっています。 

 今後は、質・量ともに高まる在宅サービスのニーズの把握に努めつつ、対応を充実させていく必

要があります。 

 

【高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を続けていくために必要だと思う市の施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

42.5 

44.5 

28.1 

24.9 

31.6 

32.4 

18.9 

14.8 

13.0 

12.5 

14.8 

17.9 

43.3 

11.2 

0.8 

2.0 

6.3 

42.3 

41.6 

26.6 

17.7 

33.8 

34.1 

26.6 

14.0 

3.4 

12.6 

8.5 

21.2 

35.5 

17.4 

1.4 

3.4 

6.5 

50.1

36.9

30.5

22

29.3

26.2

31.7

13.9

6.4

12.8

9.2

15.1

34.8

13.2

1.2

2.1

9

0 20 40 60

24時間いつでも在宅で受けられる介護・看護サービスの

充実

自宅など本人が望む場所で看取りができる在宅医療の

充実

多様な介護サービスを一体的に受けられる複合型

サービスの充実

日常生活を支援するサービスの付いた高齢者用住宅の

充実

配食サービスなどの生活支援

緊急通報装置など安否確認システムの設置支援や見守り

体制の構築

外出時の移動支援

持ち家のバリアフリー化の推進等の安心・安全な住まい

づくりの支援

高齢者の働く場の充実

高齢者が交流するための場の充実

趣味や社会活動などの生きがい対策の充実

高齢者に役立つ情報提供の充実

困ったときに気軽に相談できる窓口の充実

介護予防や要介護状態等の軽減、悪化の防止のための

健康づくりの事業・保健事業の充実

その他

特にない

無回答

％

一般高齢者（総数917）

在宅要支援認定者など（総数293）

在宅要介護認定者（総数423）
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＜第７期計画の振り返り＞ 

在宅生活を支える地域密着型サービスの整備を進めました。 

小規模多機能型居宅介護※１については、令和元（２０１９年）年度に１事業所（登録定員

２９人分）を整備しました。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護※２については、令和元（２０１９）年度に特別養護老

人ホームとの併設施設を運営する事業者の選定を行い、本計画期間の令和３（２０２１）年

度に整備される予定です。 

 

 ※１ 小規模多機能型居宅介護 

通い、訪問、泊まりなどを組み合わせたサービスであり、小規模な住居型の施設への「通い」を

中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 

 

 ※２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

24時間対応の訪問サービスであり、密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な

訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 37 - 

0.0 

0.1 

1.3 

9.6 

28.0 

22.2 

20.4 

15.7 

2.8 

0.0 

0 10 20 30

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

わからない

無回答

％

総数690

③介護者の負担の増大 

 介護や支援については、家族などの身近な人たちの負担軽減についても考えていく必要があり、

高齢者や認定者どうしによる介護、介護に伴う離職など、高い負担感やライフスタイルに影響する

状況については、改善していく必要性が特に高まっています。 

 「高齢者等実態調査」では、介護施設利用者が施設生活を選んだ理由として、「介護している人

の負担が大きかったから」が最も多くなっており、介護者負担の重さが限界点を迎えることにより

施設入所に至るケースが多いものと考えられます。 

 

【施設での生活を選んだ理由（介護保険施設利用者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査 

     （令和元年度） 

 

「在宅介護実態調査」の結果では、主な介護者のうち 3６.1％が 70歳以上、そのうち 80歳以

上の人も1５.７％含まれている状況であり、高齢者が高齢者を介護するいわゆる「老老介護」の実

態を見て取ることができます。 

 

【在宅で介護を受けている人の、主な介護者の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）在宅介護実態調査 

     （令和元年度） 

24.4 

38.2 

1.1 

18.1 

11.2 

1.1 

2.3 

3.4 

0 10 20 30 40 50

介護者がいなかったから

介護している人の負担が大きかったから

在宅サービスの利用では十分なサービスを

受けられなかったから

自宅の居住環境では介護を受け続けていくことが

難しかったから

専門的なケア（医療ケア、認知症ケア等）が

必要だったから

家族の勧めがあったから

その他

無回答

％

施設利用者（総数348）
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また、介護経験のある人の介護を行う上で困っていることについて、働き盛りである５０歳代にお

いて、「介護と仕事との両立が難しい」と悩む人が多く、また、「在宅介護実態調査」では、介護を

するにあたって何か働き方の調整などをしているかについて、「特に行っていない」（44.1％）との

回答が多いものの、「介護のために労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出、早帰、中抜け

など）しながら働いている」（26.1％）という回答が次いで多く、家族などへの介護が就労に影響

を及ぼしている実態が分かります。 

こうした現状を背景として、安心して介護生活を継続していくためには、在宅サービスとともに、

施設や居住系のサービスについても適切に確保を図っていく必要があります。 

 
【介護を行う上で困っていること（一般若年者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

 

 

【主な介護者の働き方の調整状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）在宅介護実態調査（令和元年度） 

18.3 

26.7 

5.0 

60.0 

33.3 

66.1 

41.7 

28.3 

9.4 

18.3 

8.3 

4.4 

0.6 

0 20 40 60 80

介護の方法がわからない

本人が介護サービスを利用したがらない

家族や近隣の方などの理解が足りない

介護者の心身の負担が大きい

介護に要する費用がかかりすぎる

仕事との両立が難しい

早朝・夜間・深夜などの突発的な対応が大変である

介護者のリフレッシュのための時間がとれない

医療サービスが必要になった時に、相談先がない

気軽に相談できる人や場所がない

その他

特にない

無回答

％

一般若年者（総数180）

44.1 

26.1 

15.4 

0.3 

6.2 

13.1 

0.0 

0 10 20 30 40 50

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整(残業免除、短時間

勤務、退出・早帰・中抜け等)しながら、働いている

介護のために、「休暇(年休や介護休暇等)」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、働いている

わからない

無回答

％

総数308
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＜第７期計画の振り返り＞ 

介護による家族などの負担を軽減するため、平成３０（２０１８）年４月に特別養護老人ホーム

（介護老人福祉施設）※１を１施設（１００床）整備しました。 

また、短期入所生活介護※２（定員２０人）を併設させ、介護者の一時的な休息のためのケアを

提供するサービスを整備しました。 

さらには、国有地を活用した特別養護老人ホームの整備推進を図り、令和３（２０２１）年度に

１施設（１００床）が整備される予定です。 

地域密着型サービスである認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）※３につい

ては、令和元（２０１９年）年度に１事業所（定員１８人）を整備しました。 

 

※１ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

つねに介護が必要で、自宅では介護ができない人が入所できる施設です。食事・入浴など日

常生活の介護や健康管理が受けられます。 

 

※２ 短期入所生活介護 

    特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機

能訓練が受けられます。 

 

※３ 認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

      認知症と診断された高齢者が共同できる場（住居）で食事・入浴などの介護や支援、機能訓練

が受けられます。 
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④生活支援サービス（介護保険外サービスを含む）の担い手の不足 

 高齢者の見守り活動や家事のお手伝い、病院の付き添いなどといった地域で高齢者を支えるボ

ランティア活動について、支援を受けたいとする高齢者が一定程度見られる一方、支援活動に参

加したい意思のある人は限られた割合にとどまっており、将来想定される支援ニーズの増大に対し

て、担い手不足となることが懸念されます。 

 「高齢者等実態調査」では、高齢者を支えるボランティア活動の支援を受けてみたいかについて、

在宅要介護・要支援認定者などの回答として、「わからない」が最も多く、次いで「支援を受けたい」

も比較的多く挙がっています。「支援を受けたくない」、「受ける必要がない」、という人は全体の２

割未満にとどまっており、潜在的な支援ニーズは相当程度あるものと見込まれます。一方、高齢者

を支えるボランティア活動に、支援者として参加してみたいかについては、一般高齢者では「参加

したくない」が全体の半数程度と最も多く、一般若年者では「参加してもよい」が半数程度、「参加

したくない」が４０％台となっています。 

 今後の支援ニーズの行方次第では、地域に根ざした市民どうしの支え合い、支援力がより一層

必要になると考えられ、そのための意識啓発や活動支援などについて、これまで以上に取り組んで

いく必要があります。 

 

【地域のボランティア活動による支援を受ける意思（要介護認定者など）】 

 

 

 

 

 

 

 

【地域のボランティア活動に支援者として参加する意思（一般高齢者、一般若年者）】 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

 

32.8 

35.2 

支援を

受けたい

6.8 

6.9 

支援を受け

たくない

39.6 

40.0 

わからない

9.6 

11.6 

支援を受ける

必要がない

11.3 

6.4 

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

在宅要支援認定者など

（総数293）

在宅要介護認定者

（総数423）

凡例

1.6 

2.4

是非

参加したい

33.2 

50.5

参加しても

よい

50.8 

44.4

参加したく

ない

2.9 

0.7

既に

参加している

11.5 

2.0

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般高齢者（総数917）

一般若年者（総数592）

凡例
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＜第７期計画の振り返り＞ 

生活支援サービスや介護予防のサービスを提供することができる人材の育成を行うため、

平成２８（２０１６）年から開始しているシニアサポーター養成講座を継続して開催し、養成した

生活支援などのサービスの担い手が地域のボランティアなど必要なサービスの活動に関わる

体制を整備しました。 

養成講座の受講修了者の大半が市のボランティア・市民活動センターへ登録し、また、新

たに整備した緩和型サービスの指定事業者に受講修了者のなかから働く人を確保しました。 

 

 

⑤認知症に対する理解促進 

 高齢者の増加に伴い、認知症高齢者も増加傾向にあるなか、情報提供や相談対応など、適切な

理解を促進するための取り組みの必要性がさらに高まっています。 

 「高齢者等実態調査」では、認知症に関する相談窓口を知っているかについて、一般高齢者、在

宅要支援認定者など、一般若年者のいずれの回答においても、「はい（知っている）」は２０％台に

とどまり、７０％前後の方が「いいえ（知らない）」と回答しています。 

 認知症に関する相談窓口の認知度が低く、また、自身や家族が認知症になった場合のことを考え

たことがない人も増加傾向にあり、認知症に関する個人の意識の低さが懸念されており、今後は

地道な周知活動や、理解や利用につながる適切な施策の推進が求められます。 

 

【認知症に関する相談窓口の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

 

 

 

 

 

27.5 

25.6 

22.6

はい

66.3 

67.6 

71.3

いいえ

6.2 

6.8 

6.1

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般高齢者（総数917）

在宅要支援認定者など（総数293）

一般若年者（総数592）

凡例
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【自身、または家族が認知症になった場合のことを考えたことの有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

 

＜第７期計画の振り返り＞ 

認知症の人や家族が安心して暮らしやすいまちになることを目指して、地域で見守り支援

を行う「認知症サポーター」を養成しました。特に若年層に対する普及が課題であったため、

市教育委員会や市内教育機関などと連携を図り、小、中、高校生を対象に学校の授業におい

て、認知症サポーター養成講座を実施しました。 

また、養成講座の講師役であるキャラバン・メイトを新たに３２名養成するとともに、認知症

サポーターの地域での活動を支援するためのフォローアップ研修を開催しました。 

さらには、認知症の人が、可能な限り自宅での生活が送れるようにするため、早期発見、対

応ができる支援体制として、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援

チーム」を稼働し、関係機関と連携しながら、認知症の人やその家族の支援を行いました。 

 

 

62.1 

58.4 

61.5 

考えたことがある

34.4 

34.1 

33.8 

考えたことはない

3.6 

7.5 

4.7 

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般高齢者（総数917）

在宅要支援認定者など（総数293）

一般若年者（総数592）

凡例
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⑥介護人材の不足 

 多様な介護や支援のニーズに応えていくためには、事業者による介護サービス提供基盤の確保

も欠かせない視点・課題となります。 

第 7期計画の介護サービス見込量などに基づき、都道府県が推計した介護人材の需要を

見ると、令和 2（２０２０）年度末には約２１６万人、令和７（2040）年度末には約２４５万人が必

要とされており、年間では６万人程度の介護人材を確保する必要があるとされています。 

 「高齢者等実態調査」では、サービス提供を行う上での困りごととして、介護サービス提供事業

者の回答で最も多いものが「マンパワーが不足している」、次いで「報酬が低すぎる」となっており、

介護サービスを安定的に提供させるため、中長期的な視点からも、確保につながる様々な支援策

の充実に取り組む必要があります。 

 

【サービス提供する上で困っていること（介護サービス事業者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者等実態調査（令和元年度） 

＜第７期計画の振り返り＞ 

国や千葉県から提供される各種情報を介護サービス事業所へ周知し、また、ハローワーク

が開催した介護分野の人材確保、育成、定着に向けた介護サービス事業所向けのセミナーに

後援という形で参加しています。 

介護予防・日常生活支援総合事業においては、平成 30（２０１８）年度より人員体制など

を緩和したサービスや住民主体によるサービスを開始し、それら多様な主体によるサービスの

担い手を養成するため、「市認定ヘルパー養成講座」を実施し、講座修了者と事業所とのマッ

チングなどを行いました。また、介護サービス事業者の業務を軽減させるため、介護分野に係

る申請書類・手続きなどの簡素化を行いました。 

52.7 

70.9 

23.6 

21.8 

12.7 

7.3 

0.0 

3.6 

3.6 

0.0 

0 20 40 60 80

報酬が低すぎる

マンパワーが不足している

規制が多い

経費がかかりすぎる

利用が低調である

競合事業者が多い

わからない

その他

特に困っていない

無回答

％

事業者（総数55）
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公費 50％ 50％ 

第１号被保険者の 
介護保険料 

第２号被保険者の 
介護保険料 

国 

県 

市 

⑦介護給付費（社会保障費）の増大 

今後、高齢化の進展、とりわけ後期高齢者人口の増加を要因として、要介護・要支援認定者な

どの数は増加が見込まれ、このことにより介護サービスにかかる費用の増大が予測されます。 

本市では、現状の介護給付費の推移や、年齢別人口の推移などから推計を行うと、令和７

（2025）年度の給付費（標準給付費）は、平成30（2019）年度の約１．５倍となる１３９億２３00

万円、令和２２（２０４０）年度には、約２．１倍の１９８億７５００万円になると予測されます。 

介護保険制度では、給付費の50％を公費（税金）で、残りの50％を被保険者から集める保険

料でまかなっているため、給付費の増大に伴い、社会全体の経済的な負担が重くなっていくことに

なります。 

 

【在宅サービスにかかる介護給付費の財源構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第７期計画の振り返り＞ 

介護給付の適切なサービスの確保と費用の効率化を図るため介護給付費適正化事業とし

て、「介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「住宅改修等の点検」、「縦覧点検・医療情報

との突合」、「介護給付費通知」の5事業を計画に定め、実施しました。 

要支援１～２および要介護１～２の軽度の段階で認定を受ける割合が増加していることから、

介護予防や重症化予防を目的とした介護予防・日常生活支援総合事業や生活支援体制整備

事業などによる対応が引き続き重要です。 
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第３章 本計画における施策の基本目標 
 

第２章 第５節で紹介したように、習志野市は現在から将来にわたって想定される高齢化の進展

にともない、以下のような課題に直面しています。 

今後のさらなる高齢化に対応するために、本計画では４つの視点から基本目標を定め、「住み

慣れた地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち」の構築を目指して施策を展開してまいり

ます。 

【習志野市の高齢化による課題】 

① 孤立しやすい独居高齢者、高齢者世帯の増加 

② 在宅サービスへのニーズの高まり 

③ 介護者の負担の増大 

④ 生活支援サービス（介護保険外サービスを含む）の担い手の不足 

⑤ 認知症に対する理解促進 

⑥ 介護人材の不足 

⑦ 介護給付費（社会保障費）の増大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の理念 

基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 

 

【対応すべき課題】②③⑤⑥⑦ 

【対応すべき課題】①②③④⑤ 

【対応すべき課題】⑤⑦ 

【対応すべき課題】①④⑤⑥ 
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基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの人が、介護が必要になったとしても自宅での生活を続けた

いと望んでいるなか、実際に要介護状態になった高齢者が自宅での

生活を続けていくためには、ヘルパーに自宅を訪問してもらう・施設

に通う・短期間施設に宿泊するなど、さまざまな状況に対応できる多

様な介護サービスを充実させることが必要です。 

また、自宅での生活が困難になった場合に、できるだけ馴染みの

ある環境で暮らし続けるため、介護保険施設や高齢者向けの住まい

を充実させることも大切です。 

さらには、適切なサービス提供に向けて、人材の確保も求められて

いるなか、全国的課題となっている介護人材不足への対応も必要で

す。 

このため、「自分に合った生活場所と介護サービスの充実」を基

本目標１とし、それぞれの暮らし方に合った介護サービスや施設、住

まいの充実を図るとともに、それらを支える介護保険制度の適正な

運営を図ります。 

１－１介護サービスの提供

体制の整備 

基 本 施 策 

１－２高齢者の住まいの確

保 

１－３介護サービスの質の

確保 

１－４介護給付の適正化 

１－５介護人材の確保・定

着および業務効率化

にむけた対策 

１－６災害や感染症対策に

係る支援体制 

社会からの孤立化や、認知症などによる判断能力の低下、災害時

の支援や緊急時の対応など、高齢化により生じる問題や不安は多岐

にわたり、年齢、性別や心身の状態、暮らしぶりによってもさまざまで

す。 

誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らしていくためには、できる

だけ多くの角度から支援やサービスを提供し、また、必要とする人に

適切にそれらを届ける必要があります。 

このため、「安定した日常生活のサポート」を基本目標２とし、高齢

者が住み慣れた地域で安定した日常生活を送ることができるよう、

本市の実情に応じたサービスの提供と、生活全般にわたって総合的

にサポートする体制の構築を図ります。 

また、高齢者とともに暮らす家族などへのサポートを行います。 

 

基 本 施 策 

２－１高齢者相談センター

（地域包括支援セン

ター）の運営 

２－２介護予防・日常生活

支援総合事業 

（介護予防・生活支援サービス事業） 

２－３医療と介護の連携体

制の構築 

２－４認知症施策の推進 

２－５高齢者の見守り 

２－６高齢者の権利擁護 

２－７高齢者が利用できる

福祉サービス 
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基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者がいつまでも楽しく生きがいのある毎日を過ごし、自立した

日常生活を送るためには、心身の活動性の低下や生活機能の低

下、または要介護状態の重度化を予防することが大切です。 

 また、このことは、介護給付費や医療費といった社会保障費の上昇

を抑制することにもつながるため、社会全体の経済的な負担を軽く

する効果もあります。 

 このため、「いつまでも元気に暮らせる健康づくり」を基本目標３と

し、高齢期を迎える前から取り組む「健康づくり」と、高齢期を迎え

てから重点的に取り組む「介護予防」をともに推進します。 

基 本 施 策 

３－１成人期から取り組む

健康づくり 

３－２介護予防・日常生活

支援総合事業 

（一般介護予防事業） 

高齢者人口がますます増加し、支援やサービスの必要性が増加し

ていくなか、それぞれの生活に合ったきめ細かな支援を行うために

は、介護保険や行政によるサービスのみならず、軽易な日常生活の

手伝いや、健康づくり・介護予防のためのサークル活動、地域での

見守り活動など、さまざまな場面で地域の活力を活かしていく必要

があります。 

 また、高齢者のほか、障がい者や子どもなど全ての人々が地域、暮

らし、生きがいを共に創り、高め合うことができるよう「支え手」や

「受け手」といった関係性を超えて、地域住民や地域の多様な主体

が役割を持ち、より多くの人々がつながり、支え合う、「地域共生社

会」の推進も、我が国がめざす長期的な方向性として位置づけられ

ています。 

 そこで、基本目標４は「地域で支え合う仕組みの拡大」とし、地域

資源の把握や組織化といった地域のコーディネートや、活動に参加

する意欲のある市民の支援および育成を図ります。 

 また、高齢者自身が支援の受け手であると同時に担い手となり、

地域社会のなかでいきいきと活動できる体制を構築することで、基

本目標２「安定した日常生活のサポート」、基本目標3「いつまでも

元気に暮らせる健康づくり」の推進にもつながります。 

基 本 施 策 

４－１高齢者を地域で支え

る仕組みの拡大 

４－２高齢者の社会参加の

促進 
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第２編 具体的な施策の展開 
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第１章 基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 
 

 

基本施策1－1 介護サービスの提供体制の整備 

 ① 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備推進 P.5３ 

 ② 地域密着型サービスの整備推進 P.5４ 

基本施策1－2 高齢者の住まいの確保 

 ① 高齢者の多様な住まいの確保 P.5６ 

基本施策1－3 介護サービスの質の確保 

 ① 介護サービス事業者への指導 P.5７ 

 ② 介護サービス相談員の派遣 P.５８ 

基本施策1－4 介護給付の適正化 

 ① 介護認定の適正化 P.５９ 

 ② ケアプランの点検 P.６０ 

 ③ 住宅改修などの点検 P.６１ 

 ④ 縦覧点検・医療情報との突合 P.6１ 

 ⑤ 介護給付費通知の実施 P.6２ 

基本施策1－5 介護人材の確保・定着および業務効率化に向けた対策 

 ① 介護人材の確保・定着および業務効率化に向けた対策 P.63 

基本施策1－6 災害や感染症対策に係る支援体制 

 ① 災害に対する備えの促進 P.6４ 

 ② 感染症に対する備えの促進 P.6５ 
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※令和３（２０２１）年度開設予定を含む 

基本施策１－１ 介護サービスの提供体制の整備 

 

本市の高齢者人口は令和２２（２０４０）年度まで増加傾向にあり、介護サービス利用者につ

いても、今後、増加するとともに介護サービスの需要が多様化することが想定されます。 

そこで、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域での暮らしを継続できるよう、中長期

の人口構造や介護ニーズの変化を見据えた介護サービスの提供体制を整備します。 

在宅生活が困難になった高齢者のための特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備

と、できる限り在宅生活や地域での生活を続けられるよう24時間体制での支援を行う地域密

着型サービスの整備を推進します。 

このことにより、適切な介護サービスが利用できず介護者の負担が重くなることでやむを得ず

離職に至る、いわゆる「介護離職」の防止を図ります。 

 

施設系サービス、居住系サービス、在宅サービスの整備状況（令和2（2020）年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<谷津圏域> 
●● 
◆◆◆◆◆ 
■ 

<津田沼 
・鷺沼圏域> 
◆◆◆ 
■ 

<東習志野 
     圏域> 
●● 
◆◆◆◆◆ 
■■ 

谷津圏域 施設数 定員数 

●特別養護老人ホーム 2 190 

◆特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム） 
2 139 

◆認知症グループホーム 3 45 

■小規模多機能型居宅介護 1 29 

 

<屋敷圏域> 
●● 
◆◆ 

<秋津圏域> 
●●● 
◆◆ 

東習志野圏域 施設数 定員数 

●特別養護老人ホーム※ 2 180 

◆特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム） 
2 160 

◆認知症グループホーム 3 44 

■小規模多機能型居宅介護 1 29 

■定期巡回・随時対応型訪問介護※ 1 ‐ 

 

[種別凡例] 

●：施設系サービス ◆：居住系サービス 

■：在宅サービス 

屋敷圏域 施設数 定員数 

●特別養護老人ホーム 1 150 

●サテライト型 

 介護老人保健施設 
1 29  

◆特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム） 
1 51 

◆認知症グループホーム 1 9 

 
秋津圏域 施設数 定員数 

●特別養護老人ホーム 

（うち地域密着型） 

2 

（1） 

200 

（20） 

●介護老人保健施設 1 200 

◆認知症グループホーム 2 18 

 

津田沼・鷺沼圏域 施設数 定員数 

◆特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム） 
1 48 

◆認知症グループホーム 2 36 

■小規模多機能型居宅介護 1 29 
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① 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備推進 

  現状と課題 

本市内には、７２０床分の特別養護老人ホームが整備されています。（令和３（２０２１）年度開設

予定を含む。）。 

しかしながら、令和２（２０２０）年７月時点で４２５人の入所希望者（待機者）がおり、入所希望

に対してすぐに応えることはできない状況です。 

 

特別養護老人ホームの整備状況（令和2（2020）年度末時点） 

日常生活圏域 床 数 （内）ユニット型 （内）従来型多床室 

谷 津 190 90 100 

秋 津  ※1 200 20 180 

津田沼・鷺沼       0 0 0 

屋 敷      150 150 0 

東 習 志 野 ※2 180 90 90 

合 計 720 350 370 
※1 地域密着型特別養護老人ホーム（20床）を含む 
※2 令和3（2021）年度開設予定（100床）を含む 

 

 

   今後の取り組み 

自宅での生活が困難になった高齢者が、引き続き住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

特別養護老人ホームの整備を進めます。 

本市は都心に近く地価が高いことや、市域が狭く大規模な整備に適した用地が少ないことから、

活用できる整備用地の確保に努め、第９期計画以降での整備を目指します。 
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②地域密着型サービスの整備推進 

●認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の整備推進 

   現状と課題 

第７期計画では、１事業所（定員１８人）を整備し、合計１５２人分が整備されていますが、多くの

事業所で満員に近い状態になっています。 

 

認知症グループホームの整備状況（令和2（2020）年度末時点） 

日常生活圏域 事業所数 定員数(人) 

谷 津 3 45 

秋 津 2 18 

津田沼・鷺沼 2 36 

屋 敷 1 9 

東 習 志 野 3 44 

合 計 11 152 

 

 

   今後の取り組みと目標 

認知症により従来の住まいでの暮らしが困難になった高齢者が、引き続き住み慣れた地域にお

いて家庭的な環境のなかで生活を続けられるよう、認知症グループホームの整備を進めます。 

１事業所につき定員が18人以下と定められており、比較的小規模な事業所となることから、民

有地での整備が可能と考えられるため、民間事業者からの提案により、2事業所（定員合計36人）

の新規整備を予定しています。 

 令和 3 

（2021）年度 

令和 4 

（2022）年度 

令和 5 

（2023）年度 

認知症グループホームの 

合計定員数（人） 
188（新規整備分：36） 
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●小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の整備推進 

  現状と課題 

第７期計画では、小規模多機能型居宅介護事業所を１事業所（登録定員２９人）整備し、合計 

８７人を受け入れる体制を整えました。 

支援や介護が必要になったとしても、できる限り在宅生活や住み慣れた地域での生活を続けら

れるよう、個人の能力に応じて自立生活を送ることができる在宅サービスの充実を図ることが必要

です。 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の整備状況（令和2（2020）年度末時点） 

事業種別 日常生活圏域 事業所数 
定員数（  ）内は

宿泊定員数（人） 

小規模多機能型居宅介護 

谷津 1 29（ 7） 

津田沼・鷺沼 1 29（ 7） 

東習志野 1 29（ 9） 

看護小規模多機能型居宅介護 ― 0 0（ 0） 

合 計  3 87（23） 

 

   今後の取り組みと目標 

通いを中心に、宿泊／訪問といったサービスが柔軟に利用できる小規模多機能型居宅介護ま

たは看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の整備を進めます。 

民間事業者からの提案により、１事業所（登録定員合計２９人）の新規整備を予定しています。 

 令和 3 

（2021）年度 

令和 4 

（2022）年度 

令和 5 

（2023）年度 

小規模多機能型居宅介護または 

看護小規模多機能型居宅介護の合計定員数（人） 
116（新規整備分：29） 

 

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備推進 

   現 状 

要介護状態や看護のニーズにより、在宅生活に不安を抱える高齢者が在宅生活を長く続けら

れるよう、第７期計画において１事業所を整備し、令和３（２０２１）年度に開設される予定です。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備状況（令和2（2020）年末時点） 

日常生活圏域 事業所数 

東習志野 ※ 1 

※令和3（2021）年度開設予定 

 

   今後の取り組み 

令和３（２０２１）年度開設後のサービスの利用状況などを踏まえ、ニーズの把握に努めます。 
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基本施策１－２ 高齢者の住まいの確保 

 

高齢者単身世帯や高齢者夫婦のみの世帯の増加、介護が必要な高齢者の増加が見込まれ

るなか、身体や生活の状況に応じて入所ができる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅などの高齢者向けの住まいの確保が必要とされています。 

介護サービスを提供する施設のみならず、多様な介護ニーズの受け皿となる高齢者向けの住ま

いの適切な供給を確保します。 

 

①高齢者の多様な住まいの確保 

   現 状 

高齢者向けの住まいとして、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム

（ケアハウス）、養護老人ホーム、シルバーハウジングなどがあり、個々の状況に応じて入居すること

ができるようになっています。いずれも生活相談や食事の提供など生活上必要な援助のほか、一

部の住まいでは介護サービスをあわせて提供することもあります。（介護保険法における特定施設

入居者生活介護） 

平成２３（２０１１）年度に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正

により創設されたサービス付き高齢者向け住宅は、整備を促進するため、新築の翌年度より５年間、

固定資産税の３分の２の額を減額する制度を適用しており、令和３（２０２１）年３月現在、令和３（２

０２１）年３月３１日新築分までが対象となっています。（減額の要件があります。） 

高齢者向け住まいの整備状況（令和2（2020）年度末時点） 

住宅の種類 定員数・戸数 

サービス付き高齢者向け住宅 116 戸 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 130 人 

養護老人ホーム 50 人 

有料老人ホーム（住宅型） 85 人 

有料老人ホーム（介護付） 398 人 

シルバーハウジング 50 戸 

高齢者向け優良賃貸住宅 ※1 106 戸 

合計 ※2 935 人 
※1 UR賃貸住宅において整備された住宅を含む。 
※2 サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅は戸数1戸を1人とみ
なして計算する。 

 

   今後の取り組みと目標 

第７期計画から引き続き、高齢者人口（65歳以上）に対して３％以上供給することを目指します。 

 令和 3 
（2021）年度 

令和 4 
（2022）年度 

令和 5 
（2023）年度 

高齢者向け住まいの供給量（人） 
※令和 5（2023）年度 

高齢者人口推計 42,016人 

高齢者人口（65歳以上）の 3％ 
見込 1,260 
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基本施策１－３ 介護サービスの質の確保 

 

指定事業所に対する実地指導をはじめとし、介護サービス事業者への指導により、健全な事

業運営の確保に努め、保険給付の適正化を図ります。 

また、介護サービス提供の場に介護サービス相談員を派遣し、介護サービスの利用者や家族

の相談、不満や要望などを聴き、気づいたことを介護サービス事業者へ伝えることにより、サービ

スの改善や向上を図ります。 

 

①介護サービス事業者への指導 

   現状と課題 

介護給付など対象サービスの質の確保と、保険給付の適正化を図ることを目的に、指定する地

域密着型サービス事業所などの内、市内に所在する指定事業所に対する実地指導を指定の有効

期間（6年間）内に1回以上行うこととなっています。 

これまで対象指定事業所に対し、6年に1回の頻度で直接訪問により実地指導を実施し、運営

基準、人員基準、報酬内容などについて確認しています。 

加えて、介護保険法改正の際などに、随時指定場所に招集して行う集団指導を実施しています。 

また、必要に応じ、本市所在の県指定事業所や他市所在の本市指定事業所についても、県や

他市町村と協力し、指導や監査を実施しています。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成したケアプランの点検については、指導するにあたり、

より専門的な指導体制が必要となっています。 

実地指導・集団指導の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

指導対象事業所数（指定事業所） 51 87 89 

実地指導実施事業所数（実地指導の実施率（％）） 10（19.6） 18（20.7） 18（20.2） 

集団指導実施回数（回） 0 2 0 

 

   今後の取り組みと目標 

指導担当職員を定期的に外部研修に参加させることで、専門的な知識の習得を図り、本市指

定の事業所に対する実地指導を、指定の有効期間（6年間）内に1回以上実施します。 

また、集団指導も随時開催していきます。 

 令和 3 

（2021）年度 

令和 4 

（2022）年度 

令和 5 

（2023）年度 

指導対象事業所数（指定事業所） 93 96 100 

実地指導実施事業所数（実地指導の実施率（％）） 16（17.2） 16（16.6） 17（17.0） 

集団指導実施回数（回） 1 1 1 
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②介護サービス相談員の派遣 

現状と課題 

本市内に所在する施設系（特別養護老人ホーム）・居住系（認知症グループホームなど）サー

ビスおよび通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーションなど）を提供する事業所に対し、市

の委嘱する介護サービス相談員を派遣しています。 

介護サービス相談員は、介護サービス事業所と市との橋渡し役となって、利用者などの疑問や

不満、不安などの相談を受けるとともに、介護サービス相談員が気づいた点をサービス提供事業

者に伝えることにより、サービスの質の向上を図っています。 

また、介護サービス事業所、介護サービス相談員および保険者の三者の意見交換を重ねて、サ

ービスの質の改善につなげています。 

介護サービス相談員は、2人を１組として、1事業所につき2か月から3か月に1回訪問していま

す。 

なお、介護サービス相談員の受入れについては、事業所の任意となっているため、すべての対象

事業所への派遣はできていません。 

 

介護サービス相談員の派遣状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

受入れ事業所数 68 79 78 

介護サービス相談員の訪問回数

（延べ）（回） 
656 661 562 

介護サービス相談員の派遣（人） 14 14 14 

 

 

   今後の取り組みと目標 

対象事業所すべてに介護サービス相談員を派遣できるよう、介護サービス事業所および利用者

に周知を図っていきます。 

 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

受入れ事業所数 80 83 85 

介護サービス相談員の訪問回数

（延べ）（回） 
672 672 672 

介護サービス相談員の派遣（人） 14 14 14 
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基本施策１－４ 介護給付の適正化 

 

介護給付の適切なサービスの確保と費用の効率化を図るための介護給付費適正化事業とし

て、介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修などの点検、縦覧点検・医療情報との突

合、介護給付費通知の5事業を実施します。 

十分な職員体制を整えるとともに、専門的な知識を習得する機会を増やします。 

 

①介護認定の適正化 

   現 状 

介護保険の認定申請者数の増加に伴い、認定調査件数および認定審査件数が増加していま

す。 

このような状況のなかでも、全国の保険者との差が開かないよう平準化に向けて、研修の機会

を設けるとともに、一次判定から二次判定において判定が変わる率を表す変更率などを分析し、

適切かつ公平な要介護認定の確保に努めています。 

 

介護保険認定申請受付件数（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

受付件数（件） 6,049 5,515 6,383 

 

一次判定から二次判定の変更率（平成31（2019）年 4月～令和元（2019）年 9月末時点） 

 重度変更率 軽度変更率 

習志野市 (％) 12.0 0.7 

千葉県 (％) 10.5 0.4 

差 (％) + 1.5 - 0.3 

 

   今後の取り組みと目標 

国の要介護認定適正化事業の業務分析データを活用して分析を行い、分析結果を認定調査

員・認定審査会委員に対する研修などにおいて共有し、平準化を図ります。 

また、重度変更率については、千葉県とのかい離が0.5ポイント以内になることを目指します。 

 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

重度変更率 

千葉県とのかい離 
― ― 0.5ポイント以内 
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②ケアプランの点検 

   現 状 

居宅介護支援事業所などに対し定期的に実地指導を行い、ケアプランの点検を行っています。 

介護給付費の実績から介護給付適正化を推進するため、審査支払業務を委託している国保連

合会より介護給付費点検情報（医療情報と介護給付費の明細書の突合など）およびケアプラン

分析の情報などの提供を受け、個別に点検を行っています。 

また、訪問回数（生活援助）の多い訪問介護への対策として、提出されたケアプランについて、

必要に応じて地域ケア会議などで事例検討により点検を行っています。 

 

実地指導実施状況およびケアプラン点検状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

実地指導実施事業所数（居宅介護事業所） 2 11 11 

ケアプラン点検件数（件） 205 494 272 

 

   今後の取り組みと目標 

引き続き、居宅介護支援事業所などに対する実地指導において、ケアプランの点検および事例

検討を行っていきます。 

居宅介護支援事業所などに対しては、集団指導のなかで主任介護支援専門員などによるケア

プラン作成能力の向上を目的とした研修会などを実施し、サービスの質の向上と給付の適正化を

図っていきます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

実地指導実施事業所数（居宅介護事業所） 10 10 10 

ケアプラン点検件数（件） 200 200 200 

集団指導実施回数（回） 1 1 1 
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③住宅改修などの点検 

   現 状 

住宅改修費の給付については、身体の状態から給付対象であるかどうか、改修内容が適正で

あるかなどを改修前の事前申請により改修可否の判定をし、工事終了後の事後申請の書類審査

を経て給付しています。 

住宅改修費の給付については、必ず改修前の申請を受け、詳細な工事の内訳書や写真などの

添付をすることとし、工事内容が適正な改修であるかの点検を行います。改修後についても、写真

などの添付をすることで、確認をしています。 

また、福祉用具の点検についても、給付対象であるかどうか、当該年度の支給限度額を超えて

いないか、同年度で同一種目の購入はないか、福祉用具の必要性などについて、書類審査を経て

給付しています。 

 

   今後の取り組み 

引き続き、住宅改修費および福祉用具の給付について、給付対象であるかどうか、内容が適正

であるかなどを厳正に審査します。また、必要に応じて現地確認を行い、審査の過程で疑義が生じ

た場合は、建築専門職、リハビリテーション専門職などへ確認を依頼します。 

 

④縦覧点検・医療情報との突合 

   現 状 

国保連合会の介護給付適正化システムより提供される介護給付費点検情報を活用し、提供さ

れたサービスの整合性や算定回数・算定日、入院情報などを突合し、請求内容の誤りの早期発見、

医療と介護の重複請求の確認などを行い、過誤申請につなげています。 

縦覧点検などの実施状況（令和2（2020）年3月末時点） 

 令和元 
（2019）年度 

縦覧点検実施率（％） 13.5 

医療費突合実施率（％） 43.6 

 

   今後の取り組みと目標 

引き続き、介護給付費点検情報を活用し、提供された情報を突合し、請求誤りなどを早期に発

見することなどによって、介護サービス事業者に対し適切にサービスを提供することを促すとともに、

費用の効率化に努めていきます。 

 令和3 
（2021）年度 

令和4 
（2022）年度 

令和5 
（2023）年度 

縦覧点検実施率（％） 70.0 80.0 90.0 

医療費突合実施率（％） 70.0 80.0 90.0 
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⑤介護給付費通知の実施 

   現状と課題 

介護保険事業の適正な運営を図るため、介護保険サービスを利用した人に対し、3か月ごとに

給付費通知を送付し、サービスの利用状況、費用の支払い状況を提供し、介護保険給付費の適

正な執行を図っています。 

介護給付費通知については、発送後、内容についての問い合わせが多数あることから、一定の

効果は得られていると捉えていますが、サービス利用者数の増加に伴い給付費通知件数が増加し

ています。 

 

介護給付費通知報告書 通知件数（各年度末現在） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

通知件数（件） 19,249 20,349 22,613 

 

 

   今後の取り組みと目標 

介護サービス利用者に対し、定期的に給付費通知を送付し、サービスの利用状況、費用の支払

い状況を提供し、介護保険制度の理解の一助とするとともに、介護給付費の適正な執行を図って

いきます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

通知件数（件） 23,003 24,073 25,191 

 

  



 

 

- 63 - 

 

 

基本施策１－５ 介護人材の確保・定着および業務効率化に向けた対策 

 

介護サービス事業所がサービス提供を行う上で、多くの事業所がマンパワー不足の悩みを抱

えており、今後、高齢者が増加し現役世代が減少していくなかで、介護人材不足が懸念されま

す。そのようななか、介護サービス事業所の業務が軽減されるよう業務の効率化の観点から、介

護分野の文書に係る負担軽減や要介護認定を延滞なく適正に実施するための体制整備が求

められています。介護人材の確保は介護サービスを安定的に提供するのに欠かせない重要課

題であり、中長期的な視点からも確保につながる様々な支援策の充実に取り組んでいきます。 

 

①介護人材の確保・定着および業務効率化に向けた対策 

   現状と課題 

介護予防・日常生活支援総合事業においては、平成30（２０１８）年度より人員体制などを緩和

したサービスや住民主体によるサービスを開始し、それら多様な主体によるサービスの担い手を養

成するため、「市認定ヘルパー養成講座」を実施し、講座修了者と事業所とのマッチングなどを行

いました。しかしながら、多様な主体によるサービスの提供実績が少ない状況であり、今後、緩和し

た基準によるサービスや住民主体による支援について、充実させていく必要があります。 

介護サービス事業所の介護人材の確保に対しては、国や千葉県から提供される介護人材の確

保・定着に向けた各種情報を介護サービス事業所に対して周知することなどに努めていますが、

現状、十分な取り組みができているとは言えない状況です。 

介護サービス事業所の負担軽減の視点から検討されている介護分野に係る申請書類・手続き

などについては、介護保険法施行規則の一部改正を受けて指定申請様式の共通化や記載事項

の簡素化が図られ、現在、取り組みを進めているところです。 

 

   今後の取り組み 

国や千葉県から発せられる各種情報について、介護サービス事業所への周知に努めるとともに、

千葉県の補助金を活用し、介護職員初任者研修などの受講費用の一部を助成するなど、介護人

材不足の解消に向けた取り組みを実施していきます。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業においては、通いの場（P.130）や自主活動としてサー

ビス活動を提供する住民団体、緩和した基準によるサービスを提供する事業所の創出に努めると

ともに、担い手を養成する研修の受講修了者と事業所とのマッチングなどにより、緩和した基準に

よるサービスの担い手などを確保し、十分な量・質のサービスを提供できることを目指します。 

介護サービス事業所の負担軽減については、申請書類・手続などの簡素化について、引き続き

進めていきます。また、今後、ますます増加することが見込まれる要介護認定を延滞なく適正に実施

するため、ICTの活用などを検討していきます。 
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基本施策１－６ 災害や感染症対策に係る支援体制 

 

近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を鑑みると、非常時に備えるた

め、日頃から介護サービス事業所と連携することが重要です。 

本市の「地域防災計画」および「新型インフルエンザ等対策行動計画」との調和に配慮し、災

害や感染症に備えた体制が介護サービス事業所で整備されるよう支援していきます。 

 

①災害に対する備えの促進 

   現状と課題 

介護サービス事業所に対しては、国または千葉県から届く災害に関する通知文書を送付し、周

知啓発しています。 

水防法・土砂災害防止法に基づき浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

（特別養護老人ホーム、認知症グループホームなど）が円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

作成する「避難確保計画」は、一部の施設から報告がありました。 

また、「習志野市地域防災計画」に基づき、避難生活の長期化に対応するため、災害時に一般

の避難所で生活が困難な要配慮者が支障なく避難生活を送る施設を福祉避難所として指定して

います。福祉避難所を設置するまでの手順、設置した際の対応マニュアルに基づく避難所の開設・

運営を可能としておく必要があります。 

福祉避難所に指定されていない介護サービス事業所についても、介護保険法に基づき、非常災

害時に関する具体的計画を立て、定期的に避難などの訓練を行うこととなっていますが、訓練の実

施状況（避難経路、避難に要する時間の予測を含む。）、物資の備蓄状況などについては把握で

きていません。 

 

   今後の取り組み 

介護サービス事業所に対し、災害に関する情報などの周知啓発に努めるとともに、指定事業所

に対しては、災害に関する具体的計画の作成状況などを確認し、災害の種類別に避難に要する時

間や避難経路などの確認を行うよう促していきます。 

また、定期的に食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の確認を実施

していきます。 

水防法・土砂災害防止法に基づく浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

に、「避難確保計画」の作成および避難訓練の実施を促していきます。 

福祉避難所については、指定した施設との事前協議を進め、連携を深めます。 
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②感染症に対する備えの促進 

   現状と課題 

介護サービス事業所に対して、国または千葉県から届く感染症に関する通知文書や感染症に

備える研修の案内などを送付するなどし、感染症に対する周知啓発に努めています。 

新型コロナウイルス感染症に関しては、市内の介護サービス事業所の置かれた状況を把握し、

令和２（２０２０）年４月の緊急事態宣言発令以前より、庁内連携の下、マスクや消毒液が不足して

いる介護サービス事業所に対して、物資を提供しました。 

今後は、感染症発生時に備えた平時からの事前準備や介護サービス事業所との連携体制を構

築することが必要です。 

 

 

   今後の取り組み 

引き続き、介護サービス事業所に対し、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく対策の周

知啓発に努めていきます。 

指定事業所に対しては、感染症が発生した場合でもサービスを継続できるような備えを促すた

め、感染症対策、発生時の協力体制などの確認および感染防護具、消毒液その他の感染症対策

に必要な物資の備蓄・調達状況の確認を定期的に実施していきます。 

さらに、市内の施設におけるクラスター発生を防ぐための支援を検討します。 
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第２章 （基本目標２）安定した日常生活のサポート 
 

 

基本施策2－１ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

 ① 高齢者相談センターの運営 P.６９ 

基本施策2－2 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 ① 多様なサービスの担い手の創出 P.7１ 

 ② 訪問型サービス（第１号訪問事業） P.7２ 

 ③ 通所型サービス（第１号通所事業） P.7３ 

 ④ 介護予防ケアマネジメント P.7４ 

基本施策2－3 医療と介護の連携体制の構築 

 ① 地域の医療・介護の資源の把握 P.７５ 

 ② 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 P.７５ 

 ③ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 P.７６ 

 ④ 医療・介護関係者の情報共有の支援 P.７７ 

 ⑤ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 P.７７ 

 ⑥ 医療・介護関係者の研修 P.７８ 

 ⑦ 地域住民への普及啓発 P.７８ 

 ⑧ 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 P.７９ 

基本施策2－4 認知症施策の推進 

 ① 認知症の人が暮らしやすいまちづくり P.8２ 

 ② 認知症高齢者介護相談の開催 P.8５ 

 ③ 認知症地域支援の推進 P.８６ 

基本施策2－5 高齢者の見守り 

 ① 緊急通報システムや地域での高齢者の見守り P.90 

 ② 災害時における避難支援 P.9１ 

基本施策2－6 高齢者の権利擁護 

 ① 高齢者の権利擁護 P.9２ 

 ② 消費者被害の防止（消費生活センター） P.9３ 

 ③ 成年後見制度の利用支援 P.9４ 

 ④ 福祉サービスの利用援助 P.9６ 

基本施策2－7 高齢者が利用できる福祉サービス 

 ① 日常生活を支援するための事業 P.9７ 

 ② 高齢者への助成制度 P.１００ 
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基本施策２－１ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域

の総合的な相談・支援の窓口として運営しています。 

習志野市では、地域包括支援センターについて、気軽に相談できる場となるよう、平成27（２

０１５）年8月から「高齢者相談センター」と親しみやすい呼称としています。 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が連携し、どのような支援が必要

かを把握した上で、適切な保健・医療・福祉サービスや地域の支え合い活動などのあらゆる社

会資源による支援につなげ、心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行い

ます。 

また、地域の保健・医療・福祉などの関係機関・関係者や地域住民との連携を高め、ネットワ

ークの構築を進めます。 

 

高齢者相談センター（地域包括支援センター）の設置状況 

習志野市では、各地域の身近な相談窓口として、日常生活圏域ごとに1か所ずつ高齢者相談

センター（地域包括支援センター）を設置しています。（以下、高齢者相談センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷津 
高齢者相談センター 

秋津 
高齢者相談センター 

津田沼・鷺沼 
高齢者相談センター 

屋敷 
高齢者相談センター 

東習志野 
高齢者相談センター 
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高齢者相談センターの行う業務 

●
包
括
的
支
援
事
業 

①総合相談支援業務 保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が様々な相談に応

じ、適切な保健・医療・福祉サービスおよび地域の支え合い活動などのあ

らゆる社会資源につなげるなどの支援を行っています。 

②権利擁護業務 高齢者などからの、虐待、成年後見制度、消費者被害などの相談に応じ

るとともに内容の周知・被害防止の啓発に努めています。対応にあたって

は、市役所担当課、成年後見センター、消費生活センターと連携して業務

にあたっています。 

③包括的・継続的ケア

マネジメント支援業

務 

介護支援専門員と地域の関係機関との連携・協働体制の整備やネット

ワークづくりを支援しています。また、随時、支援困難事例やサービス計画

作成技術などの介護支援専門員への個別指導や相談を行っています。 

④介護予防ケアマネジ

メント業務 
介護予防・日常生活支援サービス事業対象者および要支援１、2の人に

対して、介護予防・日常生活支援を目的に、適切な介護予防・生活支援サ

ービスが効果的に提供されるようケアプランを作成し、定期的なモニタリン

グにより業務評価・課題分析を行い、必要に応じてプランの変更を実施し

ています。 

⑤在宅医療・介護連携

推進事業 
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するための業

務を市と協議しながら行っています。 

⑥生活支援体制整備

事業 

平成２９（２０１７）年度から各高齢者相談センターに第２層生活支援コ

ーディネーターを配置し、生活支援サービスに関する地域のニーズ把握、

地域資源の把握に努め、高齢者などの地域住民の力などを活用した多様

な生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進する業務を市と連携し

て行っています。 

⑦認知症総合支援事

業 
平成２９（２０１７）年度から各高齢者相談センターに認知症地域支援推

進員を配置し、認知症の早期における症状の悪化防止のための支援、その

ほか認知症である、またはその疑いがある人や介護者・家族に対する総合

的な支援を行っています。 

また、地域での交流の場や「認知症サポーター養成講座」も開催してい

ます。 

●多職種協働による地域包

括支援ネットワークの構築 
多職種協働による「地域包括支援ネットワーク」を構築し、介護サービス

に限らず、地域の保健・医療・福祉サービスやインフォーマルサービスなど

の様々な社会資源と連携できる環境整備を行っています。 

●地域ケア会議の開催 個別ケースの支援内容の検討を通じて、介護支援専門員の高齢者の自

立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決の

ための地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の把握に努めていま

す。 

●指定介護予防支援業務 介護保険における予防給付の対象となる要支援者が、介護予防サービ

スなどが適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境

などを勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防

サービス計画に基づく指定介護予防サービスなどの提供が確保されるよ

う、介護予防サービス事業者などの関係機関と連絡調整などを行っていま

す。 
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①高齢者相談センターの運営 

   現状と課題 

本市では、高齢者相談センターの運営を社会福祉法人などに業務を委託し、高齢者本人やそ

の家族、地域の高齢者に関する困りごとに対応する業務を中心として、地域の介護支援専門員

（ケアマネジャー）への支援や、介護予防や生活支援サービスなどの利用にかかる支援、給付管

理などのマネジメント業務などを行っています。 

また、在宅医療・介護連携推進事業の推進、認知症地域支援推進員を配置し取り組む認知症

総合支援事業、第２層生活支援コーディネーターを配置し取り組む生活支援体制整備事業、多職

種で個別事例の検討などを行う地域ケア会議なども行い、高齢者相談センター機能の拡大・充実

を図っています。 

第７期計画では、高齢者相談センターの事業の質の向上を図るため、介護保険法で義務づけら

れた事業評価として、高齢者相談センターによる自己評価および市による事業評価と共に、より客

観的に評価を行うための第三者評価(外部評価)を実施しました。 

相談内容が高齢者本人だけではなく、家族も含めた支援が必要となるなど複雑化・多様化して

いることから、多方面での専門性や連携が必要となっています。 

併せて、高齢者相談センターでは、地域包括ケアシステムの構築のために中核的機関として取

り組んでいますが、今後は、これまで蓄積されたネットワーク体制を強化し、地域課題に対応した取

り組みや情報発信ができる運営が求められています。 

地域ケア会議においては、自立支援、介護予防支援の観点から、要支援者、介護予防・生活支

援サービス事業対象者のプランを検討する会議を行いましたが、今後は事例のモニタリング、その

後の評価を行う必要があります。 

 

総合相談支援業務（手段別相談件数）（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

電話相談（延件） 4,249 5,021 7,308 

所内相談（延件） 1,726 1,624 1,776 

訪問相談（延件） 3,242 3,354 3,160 

合計 9,217 9,999 12,244 

ネットワーク構築に関する活動件数（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

活動件数（件） 909 969 948 

 
うち、地域ケア会議
（圏域・個別）の開催
数（回） 

24 19 24 
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    今後の取り組みと目標 

引き続き、高齢者相談センターの運営に必要な人員体制の整備や、関係機関との連携など状

況に合わせた対応を図り、高齢者相談センターを中心とした地域における高齢者支援のネットワ

ークづくりを進めるための体制強化に取り組みます。 

地域ケア会議では、圏域会議において、地域の特性にあった地域住民を含めた多様な関係者

の参加を推進し、高齢者の適切な支援の検討や高齢者が地域で自立した生活を営むために必要

な検討を行います。地域ケア個別会議においては、困難事例の検討のほか、医師、歯科医師、薬剤

師、リハビリテーション職、管理栄養士、歯科衛生士などの在宅ケアを支える専門職による助言を

踏まえ、自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供の手法を蓄積し、地域課題を明確かつ

普遍化していきます。 

生活支援体制整備事業における第２層生活支援コーディネーターを中心とした協議体の運営

では、地域資源の調整や新たな資源開発から地域づくりへとつながる具体的な検討を行い、高齢

者の生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備を推進します。 

認知症総合支援事業では、認知症地域支援推進員を中心とした地域での交流の場の開催や、

認知症初期集中支援チームとの連携による認知症の地域支援体制の構築に取り組んでいきます。 

また、地域の自主団体活動の立上げや運営支援など、地域課題に対応した取り組みを行うなか

で、蓄積されたネットワークを活用したきめ細かな情報発信や機関紙の発行など、地域のニーズに

合わせた情報発信を積極的に行っていきます。 

さらに、高齢者相談センターの事業の質の向上を図るため、介護保険法で義務づけられた事業

評価について、これまで本市が先進的に取り組んできた高齢者相談センターによる自己評価や市

による事業評価、より客観的に評価を行うための第三者評価（外部評価）を定期的に実施してい

きます。 

高齢者相談センターは、相談機能や蓄積されたネットワークを生かして、高齢者に対する相談の

専門機関として、他機関と連携を取りながら、機能の充実を図ります。 

 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

地域ケア会議（圏域・個

別）の開催数（回） 
20 20 20 
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基本施策２－２ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 

本市では、平成29（２０１７）年度より介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）

を開始し、要支援者など（排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるものの、買い物など身の回

りの世話の一部に見守りや手助けを必要とするような高齢者）が、能力を最大限に活かしつつ、

それぞれの状態に応じたサービスを選択でき、また地域において役割を果たすことにより心身の

活動性を向上させ、自立した日常生活を送り続けられるようにすることを目指しています。 

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その

他の生活支援サービスがあり、これらのサービスは、総合事業開始以前（以下、従前相当）の介

護予防訪問介護（ホームヘルプ）や介護予防通所介護（デイサービス）と同等のサービスのほ

かにも、人員基準などを緩和したサービス（サービスA）や、住民が主体となって行う日常生活の

支援サービス（サービスB）、保健・医療の専門職による短期間のサービス（サービスC）など、

様々な形態で提供することが可能となっています。 

総合事業のサービス提供と併せて、地域の実情に応じて、住民などの多様な主体が参画し、

多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進していきます。 

また、サービス事業の対象者の拡大と単価の弾力化についても検討してまいります。 

 

①多様なサービスの担い手の創出 

   現状と課題 

第７期計画では、平成２９（２０１７）年度から実施している従前相当の訪問型サービス・通所型

サービスや通所型短期集中予防サービスに加え、平成３０（２０１８）年度より人員基準などを緩和

したサービスや、住民主体によるサービスを開始しました。 

また、それら多様な主体によるサービスの担い手を養成する研修を実施し、修了者と事業所との

マッチングなどを行いました。 

しかしながら、多様な主体によるサービスの提供実績が少なく、緩和した基準によるサービスや

住民主体による支援について、充実させていく必要があります。 

 

 

   今後の取り組みと目標 

引き続き、自主的な通いの場や自主活動としてサービス活動を提供する住民団体、緩和した基

準によるサービスを提供する事業所の創出に努めます。 

また、担い手を養成する研修の受講修了者と事業所とのマッチングなどにより、緩和した基準に

よるサービスの担い手などを確保し、十分な量・質のサービスを提供できることを目指します。 
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 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

多様な主体によるサービスの担い手 

を養成する研修受講修了者と事業所

とのマッチング（回） 

2 2 2 

 

 

②訪問型サービス（第１号訪問事業） 

   現 状 

自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う以下のサービスを提供しています。 

・介護予防訪問型サービス（従前相当サービス） 

訪問介護員による身体介護や生活援助といった、従前の介護予防訪問介護（ホームヘルプ）

相当のサービス 

・生活援助訪問型サービス（サービスA） 

訪問介護員や市認定ヘルパーによる生活援助などのサービス 

・住民主体による訪問型サービス（サービスB） 

住民主体の自主活動として行う生活援助などのサービス 

 

サービスの提供実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

介護予防訪問型サービス（回/年） 2,691 5,043 4,819 

生活援助訪問型サービス（回/年） ― 0 17 

住民主体による訪問型サービスを

提供する団体数 
― 0 0 

 

   今後の取り組みと目標 

  引き続き、サービスを提供します。 

  住民主体の訪問型サービス提供団体の創出のため、担い手となり得る住民などとの協議を進

めます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

生活援助訪問型サービスの提供

（  ） 
   

住民主体による訪問型サービスの

提供（  ） 
   

住民主体による訪問型サービスを

提供する団体数 
1 2 3 
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③通所型サービス（第１号通所事業） 

   現 状 

体操やサロンといった通いの場や、介護サービス事業所などを活用し、生活機能向上のための

機能訓練、レクリエーション、入浴などを行う以下のサービスを提供しています。 

・介護予防通所型サービス（従前相当サービス） 

生活機能向上のための機能訓練など、従前の介護予防通所介護（デイサービス）相当の 

サービス 

・運動機能向上ミニデイ型サービス、介護予防ミニデイ型サービス（サービスA） 

緩和した人員基準などによるミニデイサービスや運動・レクリエーションなどのサービス 

・住民主体による通所型サービス（サービスB） 

体操・運動などの活動など、自主的な通いの場のサービス 

・通所型短期集中予防サービス（サービスC） 

生活機能を改善するための運動器の機能向上のプログラムを一定期間集中的に提供する 

サービス 

 

サービスの提供実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

介護予防通所型サービス 

（回/年） 
3,408 7,248 7,525 

運動機能向上ミニデイ型サービ

ス、介護予防ミニデイ型サービ

ス（回/年） 

― 29 95 

住民主体による通所型サービス

を提供する団体数 
― 0 0 

通所型短期集中予防サービス

（人/年） 
46 48 37 

 

 

   今後の取り組みと目標 

  引き続き、サービスを提供します。 

  住民主体の通所型サービス提供団体の創出のため、担い手となり得る住民などとの協議を進

めます。 
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 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

運動機能向上ミニデイ型サービ

ス、介護予防ミニデイ型サービ

スの提供（  ） 

   

住民主体による通所型サービス

の提供（  ） 
   

住民主体による通所型サービス

を提供する団体数 
1 3 5 

通所型短期集中予防サービスの

提供（  ） 
   

 

 

④介護予防ケアマネジメント 

   現 状 

高齢者相談センターまたは高齢者相談センターから委託を受けた居宅介護支援事業所により

実施されるもので、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」、

「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ために、要支援者など

の状態に応じたサービスが一体的かつ効率的に提供されるよう支援しています。 

 

ケアマネジメントの実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

ケアマネジメント実施数（回/年） 3,929 7,546 7,377 

 

 

   今後の取り組み 

  引き続き、サービスの利用希望者がサービスを利用できるよう支援します。 
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基本施策２－３ 医療と介護の連携体制の構築 

 

本市では、平成27（２０１５）年度より地域支援事業における包括的支援事業として「在宅医

療・介護連携推進事業」を開始し、高齢者が疾患を抱えても、自宅などの住み慣れた生活の場

で療養し、生活を続けられるようにすることを目指しています。 

平成２９（２０１７）年度からは、４つの重点項目への対応策の検討と、地域の医療・介護関係

者の顔の見える関係構築のため、医療・介護関係の職能団体で構成する習志野在宅医療・介

護連携ネットワーク（通称「あじさいネットワーク」）が活動しています。 

＜重点項目＞ 

Ⅰ． 関係者の負担解消策の検討 

Ⅱ． 専門職を支える相談体制の構築 

Ⅲ． 在宅医療と在宅介護の切れ目ない提供を目指した、情報共有体制の強化 

Ⅳ． 家族の介護負担の軽減を目指した、介護サービス活用のための情報充実 

 

①地域の医療・介護の資源の把握 

   現 状 

本市内の医療関係機関や介護サービス事業所に関する情報については、すでに市民をはじめ、

医療・介護関係者においても周知されているところです。 

令和元（２０１９）年度には、在宅医療に関する情報を収集した専門職向けの相談先ガイドを作

成しました。 

 

   今後の取り組み 

国の地域包括ケア「見える化」システムや、ちば医療なびなどの市以外による情報サービスを活

用しながら、個別の医療関係機関や介護事業所の役割などの連携にあたって必要な情報の収集

と関係者間での共有を図ることで、重点項目Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの実現を目指します。 

また、国や県から提供される在宅医療・介護に関するデータを分析することで、必要量や資源量

の現状把握に努めていきます。 

 

②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

   現 状 

平成２８（２０１６）年に、本市の医師会、歯科医師会、薬剤師会および訪問看護協会など（医師

会未加入の医療機関を含む）を対象に実施したアンケート調査と分析に基づいて、在宅医療・介

護連携の課題の抽出を行い、そこから導いた重点項目に対する対応策の検討のため、「あじさい

ネットワーク」と、それに伴う部会を随時開催しています。 
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【あじさいネットワーク】 

構成団体 ： 習志野市医師会、習志野市歯科医師会、習志野市薬剤師会、習志野市訪問看護

協議会、習志野連携の会、習志野市ケアマネ連絡会、習志野市リハビリテーショ

ン協議会、習志野健康福祉センター、習志野市(高齢者相談センター委託法人とと

もに参加)、エーザイ株式会社 

事 務 局： 習志野市 高齢者支援課 

 

   今後の取り組み 

引き続き、あじさいネットワークで意識の共有を図りながら、課題の対応策の検討を進めてまい

ります。 

 

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

   現 状 

在宅医療については、一部の医療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護事業所により訪問診療

などが提供されています。（下表「市内で在宅医療を提供する医療関係機関の数」参照） 

また、地域の医療機関の医療ソーシャルワーカーによる団体で、あじさいネットワークにも参画し

ている「習志野連携の会」では、退院支援に重点を置いた連携についての勉強会などが毎月開

催されています。 

令和元（２０１９）年１０月には、習志野市医師会が中心となり、千葉県在宅医療スタートアップ

支援事業・入退院支援事業を活用した、「入退院支援推進委員会」が発足し、本市も構成団体と

して参画しています。 

市内で在宅医療を提供する医療関係機関の数（令和元（2019）年 12月時点） 

日常生活圏域 医科※ 歯科※ 薬局※ 訪問看護 

谷津 5 8 15 2 

秋津 7 3 5 1 

津田沼・鷺沼 8 1 20 2 

屋敷 6 2 14 3 

東習志野 6 3 8 3 

計 32 17 62 11 

 

   今後の取り組み 

在宅医療における医師などの時間的拘束といった負担は、切れ目のない在宅医療の提供体制

を構築する上で大きな障壁となっていますが、あじさいネットワークにおいて、在宅医療・介護の最

前線で携わる多職種間にて現実的な解決策について検討を行い、重点項目Ⅰの実現を目指しま

す。 

また、入退院支援推進委員会に参画することで、既存の連携ツールやルールを整理し、重点項

目Ⅲの実現を目指します。 
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④医療・介護関係者の情報共有の支援 

   現 状 

あじさいネットワークにおいて、千葉県の地域連携シートの活用状況の確認や、専門職向けの相

談窓口ガイドを作成しています。 

また、船橋習志野心不全協議会にあじさいネットワークとして参加しています。 

習志野市医師会では、医療現場と介護現場の各々が在宅患者の情報を共有するICTシステム

（ひかりワンチーム）を運用しています。 

 

   今後の取り組み 

医師会を中心として利用しているICTシステムに限らず、千葉県やその他民間組織が開発・利

用を勧めているツールの情報も把握するなど、あじさいネットワークにおいて、多職種・多機関にお

ける情報共有の在り方を検討することで、効果的・効率的な情報共有に必要な支援を実施し、重

点項目Ⅲの実現を目指します。 

 

 

⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援 

   現 状 

在宅医療・介護連携の推進にあたっては、地域の医療・介護関係者からの相談にも対応するこ

とが求められており、それが結果として、本人やその家族が在宅で安心して住み慣れた地域で暮

らしていくことにつながります。このような相談は、医療・介護連携の総合相談窓口として、高齢者

相談センターが応じています。 

また、市内の大きな病院では、医療ソーシャルワーカーが退院後の在宅生活に向けた相談や支

援を行っています。 

令和元（２０１９）年度には、相談に応じた医療関係者と介護関係者の連携調整や、要望を踏ま

えた地域資源の紹介がよりスムーズに行えるように、専門職向けの相談窓口ガイドを作成し、関係

機関へ配布しました。 

 

   今後の取り組みと目標 

相談窓口ガイドの情報を更新していき、重点項目Ⅱの実現を目指します。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

高齢者等実態調査で、高齢者相談センタ

ーが果たしている役割を「多職種連携マ

ネジメント」と回答した事業者の割合

（％） 

― 25.0 ― 
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⑥医療・介護関係者の研修 

   現 状 

医療・介護連携推進のための多職種研修会を、あじさいネットワーク構成団体である医師会お

よびエーザイ株式会社と共催しています。講義やグループワークを通して、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師、理学療法士、ケアマネジャー、高齢者相談センター、行政など多職種にわたる関係者が意

見交換を行い「顔が見える関係づくり」を構築してきました。 

また、地域ケア会議では各圏域の高齢者相談センターが中心となり、地域の医療関係者、介護

関係者、地域住民、行政関係者が具体的な事例を議論し、地域課題を抽出するための会議を開

催しています。 

 

   今後の取り組み 

引き続き、顔の見える関係を構築しながら、事例検討や講義といった研修を通して連携強化を

支援し、重点項目ⅡやⅢの実現を目指します。 

 

⑦地域住民への普及啓発 

   現 状 

あじさいネットワーク監修のもと、在宅医療・介護連携の啓発を行うためのパンフレットを作成し、

市民への健康教育の機会に配布しています。また、ホームページにもパンフレットの内容を掲載し

ています。 

 

   今後の取り組み 

医療や介護が必要となった場合にも、在宅で生活をすることができるために必要な準備や予備

知識などに焦点をあてた市民向けのリーフレットの配布を行い、高齢者相談センターと連携しなが

ら住民へ普及啓発をしていくことで重点項目Ⅳの実現を目指します。 
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⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

   現 状 

東葛南部６市（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市）において、会議を年２

回開催し、意見交換・情報交換を行いながら連携しています。 

また、年３回実施される船橋・習志野心不全協議会においても、意見交換・情報交換を行い連

携しています。 

 

   今後の取り組み 

引き続き、東葛南部６市の取り組み状況を把握しながら、意見交換・情報交換を行い、重点項目

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの実現を目指します。 

 

 

在宅医療介護連携推進事業の工程（概要） 

 平成27 

(2015) 

年度 

平成28 

(2016) 

年度 

平成29 

(2017) 

年度 

平成30 

(2018) 

年度 

令和元 

(2019) 

年度 

令和２ 

(2020) 

年度 

令和３ 

(2021) 

年度 

令和４ 

(2022) 

年度 

令和５ 

(2023) 

年度 

①地域の医療・介護の資源

の把握 

         

②在宅医療・介護連携の課

題の抽出と対応策の検

討 

         

③切れ目のない在宅医療

と介護の提供体制の構

築推進 

         

④医療・介護関係者の情報 

 共有の支援 

         

⑤在宅医療・介護連携に関 

 する相談支援 

         

⑥医療・介護関係者の研修 

         

⑦地域住民への普及啓発 

         

⑧在宅医療・介護連携に関 

する関係市区町村の連  

携 

         

 

 

情報の収集と共有・更新（随時） 情報の収集と共有・更新 

 

課題の抽出 対応策の検討（随時） 

体制の推進 
体制の構築・ 

ルールの整理 

ツールの検証 ツールの検証・情報収集（随時） 

高齢者相談センターによる相談・連携 

 

媒体作成・配布 

 

普及啓発 

東葛南部 6市との連携 

研修の実施 

対応策の検討（随時） 
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基本施策２－４ 認知症施策の推進 

 

高齢化の進展に伴い、認知症の人の数は増加していくと見込まれています。国の推計では、

令和７（2025）年には高齢者の5人に1人が認知症であると言われており、本市においても、認

知症の人の数は増加していくと推定されます。 

認知症は早期に気づいて診断・治療を行い、適切に対応することで、症状の改善や、進行を

遅らせることができる場合もあります。また、症状が軽いうちに、今後どのように生活していくのか

など、相談機関を利用して、専門職の意見を聞きながら話し合うことで、将来の生活の準備をす

ることができます。 

しかし、本人や家族、身近な人が認知症について知識が不足していて発見が遅れ、症状が進

行したり、認知症に対する対応方法がわからず、本人だけでなく、周囲の人も苦しい思いをした

りすることもあります。 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症の人が、できる限り地域のよりよい環境で自分らしく

暮らし続けることができるようにするためには、地域において認知症に関する知識の普及啓発に

取り組み、認知症の早期発見、早期対応することや認知症地域支援推進員による、地域の認知

症カフェや認知症ケアパスを活用した取り組みなど認知症相談、支援体制を充実し、医療・介護

の関係者をはじめ地域住民も含めたネットワークの構築に努めます。 

また、認知症サポーター養成事業や認知症サポート事業所・団体等登録事業（認知症カフェ

を含む）、習志野市高齢者見守りネットワーク事業などに係わる市民および市内事業所などに

認知症の理解を広め、地域で支えられながら生活し続けることができるサポート体制を整備して

いきます。 
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認知症の人を支える連携体制 イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員 

自治会 

など 

介護・福祉 

本人・家族 
近隣・地域住民 

保健・医療 

生活関連領域 

ごみ収集 
新聞配達 
商店 
金融機関 
防犯・防災 

など 

 
かかりつけ医療機関 
薬局 
認知症サポート医 
認知症疾患医療センター 
 

社会福祉協議会 

認知症の人と家族の会など 

見守り 
早期発見 

見守り 

早期発見 

サービス 
提供 

高齢者相談センター 

認知症 

初期集中支援チーム 

連
携
・支
援 

支援 診断・治療 認知症カフェ 
（ならしのオレンジテラス） 

認知症サポーターキャラバンのマスコット 

「ロバ隊長」 
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①認知症の人が暮らしやすいまちづくり 

●認知症サポーター、キャラバン・メイトの養成と活動支援 

   現状と課題 

認知症の人やその家族が安心して暮らしやすいまちを目指して、認知症を正しく理解し、地域で

見守り支援する認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催しています。

（P.１２６） 

また、認知症サポーター養成講座の講師となる「キャラバン・メイト」の人材確保にあたっては、市

主催の養成研修を実施し、千葉県主催の養成研修受講と合わせて強化を図っています。 

キャラバン・メイトの活動支援・意欲向上については、情報交換や研修を目的としたキャラバン・

メイト連絡会を実施しているほか、高齢者相談センターにおいても支援に取り組んでいます。 

認知症サポーター養成講座の事業所や地域での開催などが浸透してきており、第７期計画で

は若年層の参加にも力を入れ、市教育委員会や市内教育機関などと連携し、小・中学校での開催

に努めました。 

認知症サポーターの地域での活動を支援するため、さらなるフォローアップ講座の充実を図る

必要があります。 

また、高齢者相談センターや認知症地域支援推進員、キャラバン・メイトなど、認知症にかかわる

人材および事業所などと連携し、認知症サポーターの地域活動支援の方向性や具体的取り組み

の進め方を検討することが必要となっています。 

 

   今後の取り組みと目標 

多人数の認知症サポーター養成講座やフォローアップ講座、キャラバン・メイト連絡会などの実

施については、対象を少人数からとし、回数を増やして実施することで充実を図ります。 

認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトの確保は、認知症サポーターを増や

し、地域に認知症の理解を浸透させるうえで重要であることから、引き続き、取り組みを継続します。 

また、認知症サポーターについては、地域における支え手としての活動意向を確認しながら、フォ

ローアップ講座の受講、認知症カフェやつどいの場への参加をサポートしながら、 

認知症施策推進大綱の最終年度である令和７（２０２５）年度を見据え、認知症地域支援推進

員を中心に認知症に係わる人材と連携し、地域における認知症のサポート体制の具現化に向けた

取り組みを検討します。 
 

令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

認知症サポーター 

養成講座受講者数（人） 
500 500 500 

認知症サポーター 

養成講座実施教育機関数（校） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 
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●認知症サポート事業所登録制度 

   現 状 

認知症サポーター養成講座を受講した事業所を対象に、平成27（２０１５）年度より、認知症の

人とその家族を支援している事業所を「認知症サポート事業所」として登録し、ホームページなど

で公表するとともに、その証明として事業所にステッカーを交付しています。 

 

認知症サポート事業所登録制度登録数（各年度末時点） 
 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

事業所数 46 53 65 

 

認知症サポート事業所ステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

登録事業所の拡大を図るため、習志野市高齢者見守り事業者ネットワークの協定締結事業者

との連携を図ります。（P.１２９） 
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●認知症ケアパスの作成 

   現 状 

認知症ケアパスは、認知症の進行段階に応じた適切なサービスなどの目安を示したリーフレット

として作成しています。 

認知症ケアパスの作成にあたっては、高齢者相談センターに配置している認知症地域支援推進

員やあじさいネットワークを中心とした市内医療・介護関係者からの情報を踏まえ、認知症ケアパ

スを読むことで自分や家族が認知症が疑われる状況で、その後の対応がわかるような内容とし、

市役所窓口（高齢者支援課）、高齢者相談センター、市内医療機関などのほか、毎年開催してい

る認知症シンポジウムの来場者に対して配布し、周知に努めています。 

認知症ケアパスの発行状況（各年度末時点） 
 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

発行数（部） 9,500 10,000 8,000 

 

   今後の取り組み 

引き続き、認知症地域支援推進員を中心に認知症ケアパスの作成を行い、認知症の理解を広

め、個別の相談対応にも活用できるようさらなる充実に努めます。 

 

●アルツハイマー月間における啓発活動 

   現 状 

毎年、9月のアルツハイマー月間の関連事業として、以下の市民啓発活動を行っています。 

令和2（２０２０）年度においては、新たな啓発活動として、市役所庁舎内を認知症支援のイメー

ジカラーであるオレンジ色で装飾し、来庁者への周知に努めました。 

・認知症シンポジウムの開催 

・認知症ケアパスの作成・配布 

・認知症啓発活動への協力 

 「メモリーウオーク」（市民まつりパレード）の参加 

 「RUN伴」（毎年5月～11月の全国縦断企画）の参加 

・認知症の人と家族の会千葉県支部主催 駅前街頭行動への参加 

 

認知症シンポジウムの参加状況（各年度末時点） 
 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

参加者（人） 340 400 180 
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   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

 

 

②認知症高齢者介護相談の開催 

   現 状 

精神科医師による認知症または認知症の疑いがある本人や介護者の相談を行いました。自身

や家族の認知機能低下に不安がある人、対応に困っている人など個々の状況に応じて、医療面と

併せて介護・福祉サービスの活用につながる助言を行うとともに、支援が継続されるよう関係機関

との連携を図っています。 

認知症の疑いがある本人に受診を勧める場合、正確に情報伝達されるか課題となっていたこと

から、令和２（２０２０）年度より、相談者への適切な医療・介護サービスを提供するため、「千葉県

オレンジ連携シート」を使用し、医療機関へ情報提供を行っています。 

（「千葉県オレンジ連携シート」は、専門職が認知症の支援のための情報伝達を行う際に県内

全域で利用可能なツールとして作成されたものです。） 

 

認知症高齢者介護相談の実施状況（各年度末実績） 
 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

開催回数（回） 15 16 14 

相談件数（人、回） 
実人数 27 

延べ回数 27 

実人数 30 

延べ回数 28 

実人数 22 

延べ回数 22 

 

   今後の取り組みと目標 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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③認知症地域支援の推進 

●認知症地域支援推進員による取り組み 

   現状と課題 

認知症地域支援推進員（以下「推進員」）は、認知症に関する知識の普及啓発や、認知症ケア

パスの作成、認知症の人とその家族への相談支援、医療機関、介護サービスおよび地域ボランテ

ィアの連絡強化などにより、支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る取り組みを行っています。 

平成２９（２０１７）年度より、推進員を各高齢者相談センターへ配置し、認知症に関する知識の

普及啓発として、認知症ケアパスの見直しを行い、また、認知症初期集中支援チームと連携し、支

援体制の構築に取り組みました。 

知識の普及啓発における実施方法について、集団で行うだけでなく、周囲につながる方法、方

向性を見出していく必要があります。 

 

   今後の取り組み 

認知症施策大綱に基づきマンパワーの強化を図るなかで、引き続き、認知症に関する知識の普

及啓発や認知症の人とその家族への相談支援の充実を図るため、発症や進行を遅らせることも

視野に入れ、認知症初期集中支援チームと連携した支援体制の構築に取り組みます。 

また、地域に認知症の理解を広め、認知症の人や家族が希望をもって暮らし続けることのできる

地域づくりは、今後の重要課題であることから、これらに係わる人材や機関・団体などとの連携や、

認知症サポーター養成事業との兼ね合いを通して、取り組みの方策や進め方を検討します。 
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●認知症初期集中支援チーム 

   現状と課題 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

られるようにするため、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」（以

下「支援チーム」）を設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を目指して

います。 

平成２９（２０１７）年度にモデルチームを発足、平成30（２０１８）年度より本格稼働し、令和元

（２０１９）年度からは、支援の効率化を図るため、支援チーム数を増やし、西部、東部の2チームで

稼働しています。 

本事業を推進していくため、介護保険運営協議会において、支援チームの活動について報告、

協議しています。 

高齢化率の上昇に伴い、認知症の人の増加が見込まれていますが、困難事例などにおいても、

早期支援、対応できる体制整備などの充実が必要です。 

 

認知症初期集中支援チームによる支援対応状況（各年度末時点） 

 平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

支援対応件数（件） 7 5 

 

 

   今後の取り組みと目標 

認知症ケアパスや広報習志野などで、市民への周知に努めます。 

認知症の人やその家族からの相談により高齢者相談センターからの連絡で支援が実施される

ため、支援チーム員と高齢者相談センターとの情報共有、役割分担の明確化を図り、円滑な支援

を目指します。 

また、介護保険運営協議会において、支援チームの活動状況について報告・協議し、適正な体

制の整備に努めます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

認知症初期集中支援チーム

の稼働数（チーム） 
2 2 2 
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認知症初期集中支援チームによる支援の流れ 

 

 

 

 

 

  

高齢者、 

家族など 

高齢者相談 

センター 

認知症初期集中支援チーム 

（構成メンバー） 

・専門医 1 名 

・国の研修を受講した専門職の 

チーム員 2 名以上 

チーム員会議の開催 

・アセスメントに基づく専門医受診

などの判断、受診方法の検討 

・介護保険の申請など、在宅生活継

続のための体制整備の検討 

訪問支援 

相談 連絡 

かかりつけ医・ 

認知症疾患医療センター 
連携 

受
診 

介護保険運営協議会 

 （構成メンバー） 

 医療・保健・福祉に携わる関係者など 

認知症初期集中支援チームの設置および活動について報告・協議 
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●認知症カフェ（ならしのオレンジテラス） 

   現状と課題 

認知症の人とその家族が、地域の人や医療と介護の専門職などと集い、歓談や相談ができる

家族、介護者支援の場として、平成２７（２０１５）年度より５つの日常生活圏域に１か所ずつ「認知

症カフェ」を設置しました。 

第７期計画では、身近な地域で認知症カフェの開催ができるよう、多様な設置・運営に向けた体

制の構築を目指すため、令和元（２０１９）年度より委託事業から補助事業へ移行し、設置要件を

緩和しました。 

地域の人や医療と介護の専門職などと集うという開催方法以外にも、認知症の人が主体性を

持ち、本人発信ができるような取り組みが求められており、本人と家族を支える新しい認知症カフ

ェのスタイルについて検討する必要があります。 

なお、本市では、認知症カフェのうち、習志野市認知症サポート事業所・団体登録事業実施要領

に基づき、登録を行っている認知症カフェを「ならしのオレンジテラス」と呼んでいます。 

 

認知症カフェの開催実績（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

設置数（箇所） 5 5 4 

開催回数（回） 60 60 42 

参加者数（人） 1,661 1,717 1,306 

 

 

   今後の取り組み 

認知症カフェの開催方法については、多人数が集まる方式だけではなく、個々のサポートにも目

を向け、課題となっている認知症本人の発信支援の仕方などを本人家族とともに話し合うなどの

取り組みを提案し、認知症カフェの運営スタッフとともに新たな視点の開催について検討します。 

高齢者相談センターでは、今後の開催方法への相談対応や運営サポートを行うほか、認知症の

人や家族が身近な地域で気軽に立ち寄れる場として、認知症カフェの立ち上げについて、民間団

体などに働きかけを行い、拡大を目指します。 
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基本施策２－５ 高齢者の見守り 

 

同居家族のいない高齢単身世帯などの増加に伴い、高齢者に対する見守りの必要性は増し

ている一方で、地域との関係の希薄化・閉じこもりがちな高齢者の増加などにより、個々に対し

てまんべんなく見守りを行うことは難しくなっています。 

このような状況のなか、通報装置などによる見守りや、地域で行われる見守りなどを重層的に

行うとともに、災害時や行方不明時といった緊急時の対応の体制を整えることにより、高齢者が

いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、支援していきます。 

 

①緊急通報システムや地域での高齢者の見守り 

●緊急通報サービス事業 

   現 状 

緊急時に非常通報ボタンを押すだけで受信センターに通報することができる端末機器（固定型

と携帯型）を貸与しています。 

受信センターでは、24時間365日体制で急病や健康上の相談などに応じ、必要時には本人に

代わって消防署に通報します。 

なお、NTT電話回線を使用した緊急通報システムの緊急通報体制整備事業については、通報

先となる消防本部の指令室が、千葉県内の複数市町村で構成する「ちば北西部消防指令センタ

ー」で共同運営されることに伴い、令和２（２０２０）年１２月をもって事業を終了したことから、利用

していた方については、緊急通報サービス事業への切り替えを行いました。 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

 

 

●徘徊高齢者家族支援事業 

   現 状 

認知症などにより道に迷うことのある高齢者に対して、位置情報探索機を貸与し、高齢者の安

全を確保することにより、介護者の精神的負担を軽減するサービスです。 

利用料の一部を助成することで、介護者の経済的負担の軽減も行っています。 

 

   今後の取り組み 

  第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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●高齢者見守りネットワーク事業 

   現 状 

民生委員、高齢者相談員を含む地域住民や、高齢者宅を訪問する機会がある事業者などが、

身近な地域に住む高齢者の異変を感じた際に、高齢者相談センターへ連絡、相談することにより、

高齢者をゆるやかに見守る「高齢者見守りネットワーク事業」を推進しています。 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

 

●習志野市SOSネットワーク 

   現 状 

認知症などにより行方不明となった高齢者を速やかに発見するため、警察署、消防署と連携し、

緊急情報メールの配信、習志野市公式ツイッターによる情報配信、防災行政無線の放送などを活

用した「習志野市SOSネットワーク」により市民などに呼びかけることで情報収集を行い、早期発

見に努めています。 

 

   今後の取り組みと目標 

習志野市SOSネットワークにより発見できない行方不明高齢者数、０人を目指します。 
 

令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

習志野市SOSネットワークにより

発見できない行方不明高齢者の数

（人） 

0 0 0 

 

 

②災害時における避難支援 

●避難行動要支援者支援事業 

   現 状 

災害時に迅速な安否確認、避難支援および救護活動をするため、要介護認定を受けている人

や障がいのある人など、自力で避難することが困難な人について名簿ならびに避難支援計画書を

作成しています。 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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基本施策２－６ 高齢者の権利擁護 

 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を送ることができる環境づくりが求められているな

か、高齢者が虐待により人権を侵害されることや、判断能力の低下によって必要なサービスが

受けられない、消費被害に遭うことなどから守るため、様々な支援を行います。 

また、経済的な不利益を受けないように管理することや、生活上に必要な手続きなどの法律

行為を支援する成年後見制度を必要とする人が適切に利用できるよう、「成年後見センター」の

機能強化などにより、支援する体制を作っていきます。 

 

①高齢者の権利擁護 

   現 状 

市や高齢者相談センター、成年後見センターでは高齢者の相談窓口として、権利擁護や成年後

見制度に関する相談に応じ、制度の啓発および情報提供、関係機関の紹介を行っています。 

また、高齢者の虐待防止の取り組みとして、介護負担から虐待へと発展することが無いよう、必

要なサービスや制度の利用につなげ、各関係機関による支援を導入することで、虐待の早期発見

や対応を行っています。 

さらに、関係者間での連携体制を構築しながら、高齢者やその介護家族が孤立することの無い

ように努めています。 

また、環境上および経済的理由により自宅での生活が困難な高齢者を保護するための施設と

して、「養護老人ホーム白鷺園」（定員数：５０人）を設置し、指定管理者による運営を行っています。 

 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

養護老人ホーム白鷺園を運営する指定管理者に対しては、モニタリングを実施するなど、適正な

運営の継続に努めます。 
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②消費者被害の防止（消費生活センター） 

   現状と課題 

消費生活センターでは、安全で安心な暮らしを送れるよう、消費生活全般にわたり相談を受け、

不利益をこうむらないよう、問題の解決と処理にあたっています。 

また、町会などへのまちづくり出前講座や各種イベントにおいての情報提供、広報習志野に「消

費生活メモ」を定期的に掲載し、注意喚起や消費者トラブルの周知を行っています。 

相談事例としましては、「身に覚えのない（心当たりのない）品物が突然、自宅に届いた」、「市

役所職員を名乗る人から電話があり、還付金が受け取れるという話を聞いた」など、内容は多岐

にわたります。 

被害に遭いやすい人への情報提供が難しく、高齢者と接する機会が多い、介護サービス事業者

や民生委員などによる高齢者の見守りが被害の未然防止や被害回復に有効であるため、見守り

を支援する方々への悪質商法に関する情報提供を進める必要があります。 

 

消費生活センター来所相談総件数（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

相談件数（件） 181 229 206 

 

   今後の取り組みと目標 

高齢者が消費者トラブルに巻き込まれないよう、また、巻き込まれた場合は消費者トラブルを最

小限に抑えられるよう高齢者相談センターなどの関係機関に対して、相談事例などを定期的に情

報提供し、連携体制を整えます。 

また、消費生活センターに来所された人に対しては、消費者トラブルなどの相談事例をとりまと

めたチラシを配布し、注意喚起を行います。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

消費者被害相談事例などの関係

機関への情報提供の頻度 
3か月毎 3か月毎 3か月毎 
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③成年後見制度の利用支援 

●市長による審判開始申立て 

   現 状 

認知症などにより判断能力が十分でない人が成年後見制度を利用する場合に、親族からの申

立てが困難な人について、市長による審判開始申立てを行っています。 

また、費用負担が困難な場合には、審判開始申立てに係る費用や、成年後見人などに支払うべ

き報酬費用を助成しています。 

市長による成年後見審判開始申立て件数（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 
平成30 

（2018）年度 
令和元 

（2019）年度 

申込件数（件） 14 14 13 

成年後見人等報酬費助成件数（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 
平成30 

（2018）年度 
令和元 

（2019）年度 

申込件数（件） 4 7 9 

 

●成年後見センターによる支援 ［習志野市社会福祉協議会] 

   現 状 

成年後見センター業務については、平成３０（２０１８）年度から習志野市社会福祉協議会に業

務を委託し、成年後見制度に係る相談支援、市民後見人の養成・育成などを行っています。 

また、成年後見制度の普及啓発として、まちづくり出前講座を実施しています。 

成年後見制度のまちづくり出前講座実施状況（各年度末時点） 

 
平成30 

（2018）年度 
令和元 

（2019）年度 

まちづくり出前講座の実施回数（回） 5 5 

 

   今後の取り組みと目標 

成年後見制度の相談のなかには、複数の問題を抱えており、制度利用の前にそれぞれの課題を

整理し、総体的な生活環境の立て直しが必要なケースもあります。そのため、広い視野をもって解

決に導くため、相談機能の充実を図ることを目的に職員の研鑽および資質向上に努めていきます。 

また、成年後見制度が必要に迫られて相談にみえるケースが多く、事前の知識として制度の周

知が必要であるため、引き続きまちづくり出前講座を開催し、市民に広く周知していくほか、市内の

福祉・介護サービス事業所や病院、金融機関などに対しても働きかけを行います。 

成年後見センターにおいて、法人後見の受任機能が整備されるとともに、福祉や法律に関する

専門団体や関係機関、地域住民などが包括的に関わっていけるよう連携ネットワークの構築を目

指します。さらには、市民後見人養成講座の修了生が後見業務に携われるよう支援体制の整備を

推進するとともに、養成講座修了生の育成を行います。 



 

 

- 95 - 

 
令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

まちづくり出前講座の実施回数（回） 5 6 7 

成年後見センターによる 

法人後見新規受任件数（件） 
ー ー 5 

 

第８期計画における成年後見センター・各機関の業務イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

習志野市成年後見センター 

 

（受任後の役割） 
成年後見センター 
…市民後見人の指導監督 

市民後見人 
…身上監護を中心に実施 

習志野市社会福祉協議会 

NPO団体、専門職団体 

連携 

習志野市 

市 民 

 

 

連携 

紹介 紹介 

相談 

 相談  相談 
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④福祉サービスの利用援助 

●福祉サービス利用援助事業 ［習志野市社会福祉協議会］ 

   現状と課題 

習志野市社会福祉協議会では、市内在住の高齢者や障がい者で、利用に必要な契約内容を

理解できる人に対し、福祉サービスを利用するための手続きや日常的な金銭管理を代行して、地

域で安心して暮らすことができるようお手伝いしています。 

なお、契約内容を理解できない場合や、希望する援助内容が福祉サービス利用援助事業の範

囲を超えている場合は、関係機関と連携しながら、成年後見制度利用への橋渡しを行っています。 

多様な生活課題を抱えた人が増えてきていることから、利用者個人はもちろんのこと、関係機関

との連携を強化し、生活環境にも目を向けていく必要があります。 

 

福祉サービス利用援助事業の実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

相談者 

相談 

人数 

 

（人） 

相談・訪問 

調査など 

延べ回数 

（回） 

新規契約 

締結件数 

 

（件） 

相談 

人数 

 

（人） 

相談・訪問 

調査など 

延べ回数 

（回） 

新規契約 

締結件数 

 

（件） 

相談 

人数 

 

（人） 

相談・訪問 

調査など 

延べ回数 

（回） 

新規契約 

締結件数 

 

（件） 

合計 24 154 3 49 238 8 40 201 8 

うち高齢者 16 91 2 31 124 5 24 70 3 

 
令和2（2020）年 3月末の状況は以下のとおりです。 
・契約件数   27件 
・生活支援員  9名 

 

 

   今後の取り組み 

当事者を支援する関係機関に事業の周知を図り、必要な人に情報が行き届くようにしていきま

す。 

また、生活支援員養成講座の実施により生活支援員の発掘を行うとともに、研修会を実施して

育成に努め、併せて専門員も研修会に参加することで、資質向上に努めていきます。 
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基本施策２－７ 高齢者が利用できる福祉サービス 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、介護保険のサービスだけでなく、

高齢者の日常生活を様々な角度から支援する必要があります。 

食生活の支援や外出の移動支援など、生活全般にわたって高齢者を総合的にサポートして

いくサービスや助成制度による支援を行うとともに、それらを必要とする人に届けられるよう、周

知に努めます。 

 

①日常生活を支援するための事業 

●「食」の自立支援事業（配食安否確認サービス） 

   現 状 

在宅の高齢者に対して、食に関わる各種サービスの利用調整を行ったうえで、栄養バランスのと

れた食事を提供することで、食生活の自立、健康の増進などを図り、在宅生活での自立支援する

ことを目的に、平日の夕食および安否確認を行い、利用者の健康状態を把握しています。 

 

配食安否確認サービス実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

利用者数（人） 147 101 160 

年間配食数（食） 13,826 14,088 21,747 

1日当たりの平均配食数（食） 94.1 139.5 135.9 

 

   今後の取り組み 

引き続き、配食利用者が在宅生活において自立できるよう、栄養バランスのとれた食事の提供

を行っていきます。 

また、配食利用者が利用しやすい環境になるよう、配食事業者を複数取扱うなどの検討を行い

ます。 
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●高齢者外出支援事業（タクシー券） 

   現状と課題 

在宅の高齢者に対し、日常に必要な交通手段の確保と、その運賃の一部を助成することにより、

経済的負担を軽減し、高齢者の外出を促進することを目的にタクシー券を交付しています。 

高齢化に伴い支給対象者が増加し、また、利用枚数も増加傾向にあることから、支給対象者や

支給金額について、検討する必要があります。 

タクシー券交付実績と利用実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

交付世帯数（世帯） 1,670 1,886 2,144 

交付枚数（枚） 55,428 61,956 71,745 

利用枚数（枚） 44,378 49,430 52,245 

利用率（％） 80.1 79.8 72.8 

 

   今後の取り組み 

高齢者が自立した生活を送るうえでニーズの高い事業であることから、第８期計画においても、

本事業を継続します。 

また、高齢者等実態調査において、タクシー券だけではなく、バス券の助成を求める要望が多か

ったことから、支給内容などについて見直しを行います。 

 

 

●高齢者および障がい者戸口収集支援事業 

   現 状 

ごみを集積所まで出すことが困難な高齢者および障がい者などに対し、ごみ出しの負担を軽減

することで在宅での生活を支援するため、平成１５（２００３）年度より、ごみの戸口収集を行ってい

ます。 

戸口収集支援事業利用者数（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

利用者数（人） 141 154 170 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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●高齢者住宅等安心確保事業（シルバーハウジング） 

   現状と課題 

高齢者が地域社会のなかで自立して安全かつ快適な生活を営むことを目的に、バリアフリー化

された住宅（実籾県営住宅）において、ライフサポートアドバイザー（LSA：生活援助員）を配置し、

入居者の安否確認、生活相談、緊急時対応など、高齢者が生活しやすい環境整備を行っています。 

居住者数は安定しているものの、事業開始から20年が経過し、居住者全体の高齢化が進み、

自立生活が困難な人が増えています。 

 

高齢者住宅等安心確保事業 利用実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

世帯数（世帯） 44 45 44 

居住者数（人） 51 48 48 
※所在地：東習志野2－10－1（1号棟 27戸）、2－10－2（2号棟 23戸） 
※居住者募集については千葉県が実施 

 

   今後の取り組み 

事業開始当初に比べ、介護施設などの充実が図られており、高齢者が生活するための環境整

備が進んできているなかで、本事業継続の必要性について、千葉県と協議を行っていきます。 
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②高齢者への助成制度 

●はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業 

   現 状 

市民の健康保持、増進を目的に、６５歳以上の高齢者などに対し、はり、きゅう、マッサージ、あん

摩または指圧の施術費用を一部助成する利用券（１回７００円）×２４枚（１２か月分）を交付してい

ます。 

 

はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業利用実績 (各年度末時点) 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

支給人数（人） 61 60 51 

利用枚数（枚） 808 796 618 

助成額（円） 565,600 557,200 432,600 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

 

●敬老祝金事業 

   現 状 

市民の長寿を祝し、高齢者の福祉を増進することを目的に、長寿を祝う節目の年齢に敬老祝金

を支給しています。 

 

敬老祝金支給実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

88歳（人） 850 628 670 

99歳（人） 39 36 45 

100歳以上（人） 68 76 75 

合計金額（千円） 

（対象人数） 

11,600 

（957） 

9,280 

（740） 

9,850 

（790） 

※平成29（2017）年度は支給基準日を変更（9月15日から4月1日へ変更）したことにより、支給対象者が  

増加 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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●在宅高齢者紙おむつ支給事業 

   現 状 

要介護３から５の認定を受けている６５歳以上の高齢者で、居宅において現に紙おむつを使用し

ている人に紙おむつを支給することにより、介護者の経済的負担を軽減し、高齢者が在宅での生

活を維持していくための支援を行っています。 

 

在宅高齢者紙おむつ支給事業実績（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

支給実人数（人） 524 531 532 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 
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第３章 （基本目標３）いつまでも元気に暮らせる健康づくり 
 

 

基本施策3－１ 成人期から取り組む健康づくり 

 ① 健康づくり P.10１ 

 ② 健康診査とがん検診など P.10３ 

 ③ 後期高齢者保健事業（後期高齢者医療広域連合受託事業） P.1０６ 

基本施策3－2 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

 
① 要支援、要介護状態となるリスクの高い人の把握 P.1０８ 

 
② 高齢者を対象とした健康教育・健康相談の実施 P.1０９ 

 
③ 介護予防教室の開催 P.1１１ 

 
④ てんとうむし体操（転倒予防体操）の実施と普及 P.11３ 

 
⑤ 一般介護予防事業評価事業の実施 P.１１４ 
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基本施策３－１ 成人期から取り組む健康づくり 

 

高齢期を迎えても元気で豊かな生活を続けるためには、高齢期になる前の成人期から健康

づくりに取り組むことが大切です。 

健康づくりの総合計画である「健康なまち習志野計画」に基づき、健康相談、健康教育や健

康診査などの事業を実施し、介護予防を見据えた若い世代からの健康づくりの実践を促進して

いきます。 

 

①健康づくり 

●健康相談と健康教育の実施 

   現状と課題 

「健康なまち習志野計画」（令和２（２０２０）年度～令和７（２０２５）年度）に基づく健康増進事

業として、人が集まる機会を利用した健康教育（まちづくり出前講座など）や市民からの希望によ

り随時実施する健康相談などにより、生活習慣病の予防や健康診査の活用など、市民が主体的

に健康的な生活を実践することができるよう健康教育を通して啓発しています。 

また、小・中学校と連携し、保健師などによる健康教育を授業に導入し、家族単位の生活習慣

病予防を推進しています。 

しかし、令和２（２０２０）年度は、人が集まる機会を利用した健康教育、学校での健康教育が困

難でありました。新しい生活様式に対応した健康情報の普及・啓発に課題があります。 

小・中学校での健康教育実施状況（各年度末時点） 

 平成29 
（2017）年度 

平成30 
（2018）年度 

令和元 
（2019）年度 

健康教育の実施数（校） 13 16 18 

 

   今後の取り組みと目標 

広報習志野、ホームページを活用して、広く市民へ普及・啓発する取り組みを強化し、より多くの

市民が本事業を活用できるよう町会や地域の団体などに対し、高齢者相談センターなどと連携し

て事業の周知に努めます。 

また、引き続き各小・中学校と連携し、市内全ての小・中学校での生活習慣病予防教育を実施

できるよう努め、児童生徒に対して健康的な生活習慣の確立を図るとともに、健康への無関心層

の多い40歳から50歳代の保護者に対して、子どもを介した生活習慣の見直しの機会の提供に取

り組みます。 

 令和3 
（2021）年度 

令和4 
（2022）年度 

令和5 
（2023）年度 

健康教育の実施数（校） 18 20 23 
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●健康づくり推進員の育成、支援 

   現状と課題 

市民一人ひとりが健康でいきいきとした生活を送るために市民の健康づくりを推進する「健康

づくり推進員」を育成しています。 

健康づくり推進員は協議会を組織し、協議会が主催する年９回のウオーキング「習志野発見ウ

オーク」や、料理教室「ヘルシーライフ料理教室」を主催しています。 

現在、健康づくり推進員は、22名（令和２（２０２０）年８月末現在）が登録しています。 

令和２（２０２０）年度は、１００名以上の市民が参加する「習志野発見ウオーク」や、試食を含む

「ヘルシーライフ教室」を中止しました。 

代わって、ウオーキングの動機付けや継続を支援する目的で、既存のウオーキングマップを見直

し、ホームページ掲載による市民への周知に取り組んでいます。 

健康づくり推進員の高齢化により人数が減少し、活動の継続が難しくなっており、健康づくり推

進員の育成が必要となっています。 

また、新しい生活様式に対応した活動の見直しが必要です。 

 

   今後の取り組み 

健康づくり推進員が、市民への健康的な食習慣および適切な運動習慣などの啓発、確立、定着

に寄与するため、新しい生活様式に対応した新たな健康づくり推進員の活動を検討し、実践でき

るよう支援します。 

また、市民の健康づくりに寄与する健康づくり推進員を育成するため、健康づくり推進員の養成

講座を実施します。 

 

 

●健康マイレージ事業 

   現 状 

健康習慣のきっかけづくり・継続・定着を目指し、誰もが健康で幸せな生活ができることおよび

地域産業の活性化を図ることを目的として、平成２７（２０１５）年１月より健康マイレージ事業を実

施しています。 

日々の健康行動（日常的な運動や地域活動への参加など）でポイントが貯められ、協力店で各

種サービスを受けられるカードを発行しています。 

 

   今後の取り組み 

第8期計画においても健康習慣のきっかけづくり・継続・定着を目指し、誰もが健康で幸せな生

活ができることおよび地域産業の活性化を図る取り組みを継続します。  
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②健康診査とがん検診など 

●健康診査 

   現状と課題 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、習志野市国民健康保険の被保険者である40歳

～74歳の人に対し「特定健康診査・特定保健指導」を実施するとともに、後期高齢者医療の被保

険者である75歳以上の人については、千葉県後期高齢者医療広域連合より委託を受け「後期高

齢者健康診査」を実施しています。40歳以上の医療保険に加入していない人に対しては、「一般

健康診査」を実施しています。 

特定健康診査の未受診者に対しては、効果的な受診勧奨（コールリコール）を実施しています。 

平成３０（２０１８）年度からは集団健診を導入しており、平日・休日ともに実施していますが、休

日に受診する希望者が多い状況です。 

特定保健指導は平成２６（２０１４）年度より、習志野市医師会への委託に加え民間業者への委

託も行い、受けやすい体制づくりに努めています。 

平成２８（２０１６）年度より、国民健康保険データヘルス計画に基づき、特定保健指導対象者以

外の人に対し、個別保健事業として、高血圧の受診勧奨、糖尿病発症予防および重症化予防健

康相談、慢性腎不全予防健康相談を実施しています。 

健康づくりのため、自身の健康状態を知ることが重要であり、生活習慣病の早期発見、重症化

予防を推進するため、健康診査の受診率の向上が課題となっています。 

また、健康増進法に基づき、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の

喪失を予防するため、成人歯科健康診査を実施しており、未受診者に対しては、受診勧奨を行って

います。 

歯と口腔の健康は全身の健康にもつながることから、定期的に口腔管理をする習慣づけに向け、

歯科疾患予防と介護予防との連携など、成人期から高齢期を通じた歯科健康診査の強化・充実

を図ることが必要となっています。 

 

特定健康診査受診率（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

特定健康診査受診率（％） 34.6 37.3 
未集計 

※令和２年秋に算出予定 

 

高齢者等実態調査で、定期的に歯科受診(健診含む)をしていると回答した人の割合 

 平成28 

（2016）年度 

令和元 

（2019）年度 

一般高齢者（65歳以上）（％） 58.0 62.6 

在宅要支援認定者など（％） 45.0 47.7 
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    今後の取り組みと目標 

特定健康診査集団健診を、休日を中心に実施し、より受けやすい体制づくりに努めます。 

また、未受診者勧奨を継続し、受診の意義などを周知し、受診率向上に努めます。 

定期的な口腔管理へつなげる機会として、成人期から高齢期を通しての歯科健康診査体制の

構築を目指します。 

 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

特定健康診査受診率（％） 38.0 39.0 40.0 

高齢者等実態調査で、定期

的に歯科受診(健診含む)を

していると回答した人の割

合（％） 

― 

（一般高齢者） 

65.0 

（在宅要支援認定者など） 

50.0 

― 
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●がん検診 

   現状と課題 

がんやその他の疾患の早期発見、早期治療を目的に、結核・肺がん検診、胃がん検診、大腸が

ん検診、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診を実施しています。 

がん検診の有用性および受診方法の周知として、対象者へ通知・広報習志野・ホームページ、

ポスター掲示などで周知し、がん検診を定期的に受診する意識づけのため、がん検診対象年齢到

達者のうち、未受診の者に対しては、受診勧奨を実施しています。また、検診の結果、要精密検査

でありながら未受診の者に対しても、受診勧奨を行っています。 

受診率は、胃がん検診の集団検診は高齢化などにより年々減少傾向ですが、個別検診は横ば

いもしくは増加しています。 

令和２（２０２０）年度は、集団検診の実施が困難になったことから、協力医療機関で受けられる

個別検診の受診で代替のできない結核・肺がん検診について、事前予約制を導入しました。 

市民の受診行動やニーズ、国の動向を注視しつつ、事前予約システムの導入によるソーシャル

ディスタンスを保持した検診体制の導入などにより、新しい生活様式に対応した集団検診を構築

する必要があります。 

また、集団検診では、加齢や疾病などにより、検診バスへの昇降やエックス線撮影のための姿

勢の保持などが困難な人への対応が必要です。 

高齢者等実態調査で、１年以内にがん検診を受けていると回答した人の割合 

 平成28 

（2016）年度 

令和元 

（2019）年度 

一般若年者（40歳～64歳）（％） 36.0 47.0 

一般高齢者（65歳以上）（％） 42.5 45.0 

 

   今後の取り組みと目標 

引き続き、がん検診の有用性や受診方法の周知および未受診者勧奨を行い、受診率の向上に

努めます。 

また、検診を受ける際の注意事項や対象外の項目を分かりやすく周知するよう努めます。併せて、

新しい生活様式に対応した集団検診の体制を構築します。 

集団検診では受診者の身体状態を見極め、受診による不利益がないよう安全ながん検診の提

供に努めます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

高齢者等実態調査で、1年以

内にがん検診を受けている

と回答した人の割合（％） 

― 

（一般若年者） 

47.0 

（一般高齢者） 

45.0 

― 
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③後期高齢者保健事業（後期高齢者医療広域連合受託事業） 

令和２（２０２０）年度より、後期高齢者医療広域連合から委託を受け、後期高齢者保健事業と

介護予防事業を一体的に実施し、心身ともに多様な問題を抱える高齢者に対して本事業を行うこ

とにより、効果的かつ効率的にきめ細やかな対応を行い、健康寿命の延伸を目指しています。 

 

●個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

   現 状 

特定検診、特定保健指導、医療（後期高齢者医療を含む）、介護保険などの必要な情報が閲

覧できる KDBシステム（国保データベース）や健康診査データ・後期高齢者の質問票などから把

握した人に対し、必要に応じてかかりつけ医や歯科医、関係機関と連携しながら、保健師・管理栄

養士などの専門職が支援を行い、個別の状況に応じたサービス（医療や介護、地域の通いの場な

ど）につなげています。 

具体的な支援内容として、低栄養防止、血圧受診勧奨、慢性腎不全予防、健康状態不明者の

把握と支援などを行っています。 

後期高齢者の健康問題である「フレイル※予防」・「疾病の重症化予防」の推進のため、健康診

査の受診率の向上が課題です。 

 

※「フレイル」とは、加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態のこ

とをいいます。要介護状態に至る前段階として位置づけられています。 

（出典:フレイル医療ガイド２０１８年版 日本老年医学会 国立長寿医療研究センター） 

 

   今後の取り組みと目標 

  後期健康診査受診率の向上に努めるとともに、本市の健康問題の分析や本事業を実施評価す

るなかで、より効果的な対象者の抽出や支援方法の検討を行います。 

また、国保被保険者の重症化予防の対象者へ継続支援を行います。 

 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

後期健康診査受診率（％） 39.8 40.8 41.8 
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●通いの場などへの積極的な関与など（ポピュレーションアプローチ） 

   現 状 

高齢者の集まる通いの場などを活用して健康教育を実施し、フレイル予防の周知・啓発、健康

診査の受診勧奨を行うとともに、参加者の健康状態を把握し、その結果に応じて個別支援を行っ

ています。 

令和２（２０２０）年度は、通いの場などでの健康教育の実施が困難であったことから、個別支援

対象者を拡充し、支援を行いました。 

 

   今後の取り組み 

  通いの場において、フレイル予防の周知・啓発を強化するとともに、高齢者相談センターなどと情

報共有し、高齢者の集まる通いの場などへ出向き、健康リスクが高い対象者を把握し、支援につな

げていきます。 
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基本施策３－２ 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

 

介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業においては、65歳以上のすべての

高齢者を対象とし、年齢や心身の状況などによって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を

充実させ、人と人のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づ

くりを推進していきます。 

また、地域リハビリテーション事業として、リハビリテーション職などを活かした自立支援に資

する取り組みを推進し、介護予防を機能強化していきます。 

 

①要支援、要介護状態となるリスクの高い人の把握 

●介護予防把握事業 

   現 状 

平成２９（２０１７）年度より、「閉じこもりなど何らかの支援が必要と見込まれる高齢者」として特

定健康診査および後期高齢者健康診査の未受診者に対して、介護予防や高齢者相談センターな

どに関するパンフレットを送付し、支援が必要な対象者の把握に努めました。 

令和２（２０２０）年度は、フレイルリスクの高い対象者を早期に把握し、住民主体の介護予防活

動へつなげることを目的として、後期高齢者健康診査のフレイルチェック票の質問項目を活用し、

介護予防教室の案内や介護予防関連のパンフレットを送付しました。 

また、特に受診勧奨の効果が高いと考えられる後期高齢者健康診査の年齢（７６歳）をターゲッ

トとし、健診未受診者に対して受診勧奨をしています。 

高齢者相談センターなどと情報を共有しながら、地域の集いの場などから支援が必要な人の

把握に努めています。 

 

 

   今後の取り組み 

第8期計画においても、取り組みを継続します。 

住民主体の介護予防活動へつなげるため、後期高齢者健康診査のフレイルチェック票を活用し、

介護予防に関するパンフレットの送付や健診未受診者への受診勧奨を実施し、フレイルリスクの高

い対象者を早期に把握することに努めます。 
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②高齢者を対象とした健康教育・健康相談の実施 

●高齢者を対象とした健康教育と健康相談 

   現状と課題 

地域のサークル、町会、老人クラブや習志野市社会福祉協議会支部の「ふれあい・いきいきサロ

ン」、公民館の寿学級などの高齢者が集まる活動の場において、保健師、管理栄養士、歯科医師、

歯科衛生士などの専門職が、主にフレイル予防（転倒予防、低栄養予防、口腔機能向上、認知症

予防など）について、健康教育を実施し普及を図っています。 

健康相談については、健康、栄養、歯科に関する相談を保健師、管理栄養士、歯科衛生士が個

別に電話、面接、訪問で行っています。 

また、歯科医師による健康相談事業も行っています。 

令和２（２０２０）年度は、高齢者が集まる活動の場での健康教育の実施が減少しており、効果

的な健康教育の実施方法を検討する必要があります。 

 

高齢者が集まる活動の場における健康教育実施状況（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

実施回数（回） 86 116 118 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても取り組みを継続し、フレイル予防（転倒予防、低栄養予防、口腔機能向上、

認知症予防など）の普及啓発を行います。 

また、健康相談・健康教育の実施方法について、効果的な手法を検討していきます。 
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●地域リハビリテーション活動支援事業 

   現 状 

平成２９（２０１７）年度から、地域リハビリテーション活動支援事業として、リハビリテーション職

による介護予防講座を実施し、健康教育の充実を図りました。 

習志野市リハビリテーション協議会と協働し、運動機能向上、認知症予防、体力測定、嚥下
え ん げ

機能

向上の４種の講座を実施しています。 

令和元（２０１９）年度からは、団体向け講座だけでなく市の公開講座も開催し、更なる健康教育

を受ける機会の増加を図っています。 

リハビリテーション職による介護予防講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 
（2017）年度 

平成30 
（2018）年度 

令和元 
（2019）年度 

開催回数（回） 10 16 15 

参加者（人） 275 376 318 

 

   今後の取り組み 

地域活動の更なる発展を図るため、引き続き、地域へ介入していきます。 

また、併せて、リハビリ専門職と地域住民のつながる機会として、取り組みを継続していきます。 

 

●地域運動習慣自主化事業 

   現 状 

平成２９（２０１７）年度から、地域運動習慣自主化事業「まちでフィットネス」として、地域におい

て運動を取り入れたい団体に対して、スポーツトレーナーによる運動指導とプログラムを提供する

ことで地域において気軽に介護予防に取り組める機会を提供し、運動習慣が確立できるよう支援

しています。 

令和元（２０１９）年度からは、既に運動を取り入れている団体に対し、年1回の運動指導とプロ

グラムを提供しています。 

令和２（２０２０）年度からは、リーダー支援として、転倒予防体操を普及啓発している転倒予防

体操推進員に対する活動支援として、運動指導とプログラムを提供しています。 

地域運動自主化事業（まちでフィットネス）の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 
（2017）年度 

平成30 
（2018）年度 

令和元 
（2019）年度 

立ち上げ支援団体数 1 4 3 

 

   今後の取り組みと目標 

第８期計画においても、身近な地域での運動習慣の自主化に向けた取り組みを継続します。 

 令和3 
（2021）年度 

令和4 
（2022）年度 

令和5 
（2023）年度 

立ち上げ支援団体数 4 4 4 
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③介護予防教室の開催 

   現状と課題 

平成３０（２０１８）年度から一般介護予防事業として、介護予防に取り組むきっかけづくりとなる

教室として、運動器の機能向上を目的とした「足腰げんき塾」と認知症予防を目的とした「脳の活

性化プログラム」を実施しています。 

各教室は業務を委託して実施しており、スポーツインストラクターの指導により各教室の参加者

の満足度が高く、参加者に対して教室終了時に行ったアンケートでは、回答者の９割以上が運動

習慣化の意識を持っており、また、生活機能が維持、改善していると感じている参加者は7割以上

という結果でした。 

運動習慣化の意識を持っている参加者は多くなっていますが、教室参加後も継続して運動がで

きる受け入れ先が不足しています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により教室開催を中止したことから、参加者数が減少し

ており、より多くの市民に介護予防のきっかけをつくるための教室の開催方法が今後の課題となっ

ています。 

介護予防教室の開催状況（各年度末時点） 

 平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

運動器の機能向上教室 

「足腰げんき塾」 

実施回数（回） 110 98 

実人数（人） 348 309 

延人数（人） 2,281 2,307 

認知症予防の教室 

「脳の活性化プログラム」 

実施回数（回） 48 43 

実人数（人） 85 68 

延人数（人） 829 606 

介護予防教室参加者の健康状態の状況（各年度末時点） 

 運動器の機能向上教室 

「足腰げんき教室」 

認知症予防の教室 

「脳の活性化プログラム」 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

介護予防教室参加者の

うち、生活機能が維持・

向上している人の割合

（％） 

81.0 70.9 84.0 81.8 

 

   今後の取り組みと目標 

介護予防教室への参加を外出や運動習慣のきっかけとして位置づけ、教室終了後は地域の通

いの場やてんとうむし体操活動場所（P.１１５）など、他の事業につなげていき、高齢者相談センタ

ーなどと連携しながら運動や外出を習慣化できるよう、市民の健康づくりを支援していきます。 

また、介護予防に取り組む高齢者が増加するよう教室の開催方法について検討していきます。 
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 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

介護予防教室参加者の合計数（人） 150 150 150 

介護予防教室参加者のうち、地域の通

いの場につながった人の数（人） 
20 20 20 

介護予防教室参加者のうち、運動習慣

化の意識を持っている人の割合（％） 
80.0 80.0 80.0 

介護予防教室参加者のうち、生活機能

が維持・向上している人の割合（％） 
80.0 80.0 80.0 

 

各介護予防教室の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜高齢者の社会参加＞

 

＜高齢者の就労活動＞

 

介
護
予
防
教
室 

    

 
 

 
 
 

教
室
終
了
後 

運動・外出機会の習慣化 

介護保険サービス 

公民館サークル 

自治会活動 

趣味活動等 

あじさいクラブ 

さくらの家、芙蓉園、寿学級 

ふれあい・いきいきサロン 

通いの場 

シルバー人材センター 

＜認知症カフェ＞

 

＜地域介護予防活動＞

 

認知症カフェ（ならしのオレンジテラス） 

 

転倒予防体操（てんとうむし体操） 

地域テラス 

高齢者のつどい 

 

・運動器の機能向上 

・認知症予防 

・閉じこもり予防 
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④てんとうむし体操（転倒予防体操）の実施と普及 

   現 状 

平成１６（２００４）年度に、転倒・骨折を防ぐための体操として習志野市オリジナルの体操である

「てんとうむし（転倒無視）体操」を作成し、「転倒予防体操推進員」の養成（P.128）および活動

支援を行っています。 

てんとうむし体操の普及啓発を行う転倒予防体操推進員は、町内の集会所や市内の公園など、

地域の身近な場所を利用し、地域住民とてんとうむし体操に取り組んでいます。 

平成２０（２００８）年度から、さらなる普及を図るため、音楽媒体（CD・カセットテープ）や映像媒

体（DVD・VHS）およびカラーリーフレットを作成し、15分程度の体操とし、また、体操する場所に

合わせて椅子編、畳編、立位編の3つのバージョンを作成しました。 

また、イメージキャラクター「てんてんちゃん」を入れたTシャツ・ポロシャツを転倒予防体操推進

員に配布し、PR活動に取り組んできました。 

平成２９（２０１７）年度には、誰でも体操を行いやすいようにDVDの字幕編集を行いました。 

転倒予防体操推進団体に市民が参加し、てんとうむし体操に取り組めるよう、登録団体を公表

しています。 

また、登録団体は地域における高齢者の通いの場としての役割も担っており、高齢者相談センタ

ーと協力しながら実施しています。 

 

転倒予防体操推進員地域活動の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

活動場所の数（箇所） 51 54 51 

てんとうむし体操（転倒予防体操）  

延べ参加人数（人） 
35,546 37,490 30,601 

 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、地域における介護予防活動として高齢者相談センターと協力しながら、

取り組みを継続します。 

 

 

 

 

  

○ ○ 

てんとうむし体操イメージキャラクター 

「てんてんちゃん」 
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⑤一般介護予防事業評価事業の実施 

   現 状 

令和２（２０２０）年度より、本計画において定める目標値の達成状況などの検証を通じ、一般介

護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体の評価を行い、

その評価結果に基づき事業全体の改善を目的として、一般介護予防事業評価事業を実施してい

ます。 

第８期計画策定にあたり、令和２（２０２０）年度に実施した評価結果に基づいて事業の見直しを

行いました。 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても、年度ごとに評価を実施し、取り組みを継続します。 
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第４章 （基本目標４）地域で支え合う仕組みの拡大 
 

 

基本施策4－１ 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

 
① 高齢者サービスおよび地域における多様な社会資源による支援体制
の整備 

P.1１８ 

 ② 高齢者相談員の活動支援 P.1２３ 

 ③ 地域で高齢者を支える市民の養成と活動支援 P.1２４ 

 ④ 地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動の推進 P.12９ 

 ⑤ 地域の高齢者の通いの場の確保 P.1３０ 

 ⑥ 習志野市社会福祉協議会による活動 P.1３１ 

基本施策4－2 高齢者の社会参加の促進 

 ① 高齢者の就業支援 P.13３ 

 ② 老人クラブ活動の支援 P.13４ 

 ③ 老人福祉センターの運営 P.13５ 

 ④ 高齢者の地域交流の支援 P.13６ 

 ⑤ 生涯学習参加への支援 P.13７ 

 ⑥ 生涯スポーツ参加への支援 P.13８ 

 ⑦ バリアフリーのまちづくりの推進 P.13９ 
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基本施策４－１ 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

 

今後ますます高齢化が進展するなかで、地域の高齢者のニーズは多様化し、要支援者など軽

度の支援が必要な高齢者にとって、例えば高齢者の病院受診の付添いや、ごみ出し（粗大ご

み）、サービスの不定期利用など、介護保険サービスだけでは担うことができないサービスや支

援の必要性が高くなっています。これに対して、地域のボランティアなどの地域活力を活かした

サービスの提供体制をつくることが必要になっています。 

生活支援コーディネーターが中心となって、地域住民の人たちとともに各地域での生活支援

サービスのあり方を検討していく協議体を活用するなどして、不足するサービスの創出を行いま

す。生活支援サービスに関する情報共有、情報連携に留まらず、地域包括ケアシステムの深化・

推進を図るため、「生活支援」のほか、「医療」、「介護」、「住まい（生活の場）、「介護予防」を

視野に入れ、市全域としての地域ケア推進会議の設置を検討していきます。 

 

①高齢者サービスおよび地域における多様な社会資源による支援体制の整備 

●生活支援体制整備事業 

   現 状 

要支援者など介護度の軽い高齢者については、IADL（手段的自立度）の低下により生じる日

常生活上の困りごとや外出などに対する支援が求められています。 

習志野市における互助を基本とした生活支援・介護予防サービスを創出するため、地域の資源

開発やネットワークの構築、担い手の創出などを行う「生活支援コーディネーター」を第１層（市内

全域）、第２層（日常生活圏域）ごとに配置しています。 

第７期計画では、第２層生活支援コーディネーターを中心として、日常生活圏域ごとに協議体を

設置し、各圏域におけるネットワークの強化を図り、生活支援のあり方について、地域住民などと協

議を行いました。 

また、市内の生活支援サービスに関する情報共有・連携強化の中核となるネットワーク（協議体）

として「地域支え合い推進協議会」を第１層に設置し協議を行ってきましたが、今後は第２層にお

ける生活支援体制の推進を重点的に実施していくため、令和元（２０１９）年度をもって終了しまし

た。 

 

   今後の取り組みと目標 

第２層（日常生活圏域）ごとの協議体において、地域住民が主体となって、通いの場の創出や、

生活上の困りごとをサポートし合い、お互いの見守りができるような仕組みづくりに一層取り組ん

でいきます。また、各日常生活圏域から抽出される課題については、市全域としての地域ケア会議

で検討していきます。 
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サービスの充実に向けての考え方 

サロンのような通いの場（通所型サービス）において、支え手と利用者が分け隔ての

ない交流を通じて互いの信頼関係を築いていくなかで、訪問での手伝い（訪問型サー

ビス）の輪が広まり、繰り返しの相互作用で、地域での支え合いの活動が各地域で広

まっていくことが、継続的な支援活動へと育っていくという考えのもと、これらの活動に対

する支援やコーディネートを行います。 

 

 令和3 

(2021)年度 

令和4 

(2022)年度 

令和5 

(2023)年度 

住民主体による通所型サービスを提供する 

団体数（団体） 
1 3 5 

住民主体による訪問型サービスを提供する 

団体数（団体） 
1 2 3 

住民主体による一般介護予防（サロンなど）

を提供する団体数（団体） 
10 11 12 

 

第７期～第８期計画における生活支援体制整備の工程イメージ 

 平成30 

(2018) 

年度 

令和元 

(2019) 

年度 

令和2 

(2020) 

年度 

令和3 

(2021) 

年度 

令和4 

(2022) 

年度 

令和5 

(2023) 

年度 

第１層 

（市域全体） 

      

第２層 

（各日常生活圏域） 

      

 

 

 

 

生活支援コーディネーターの配置 

「地域支え合い推進

協議会」の設置 

 通所型サービスの創出 

 

 訪問型サービスの創出 

 

発
展 

資
源
開
発 

生活支援コーディネーターの配置 

協議体の設置 
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生活支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・支援を要する人と支援の担い手どうしの 

 マッチング 

・担い手の創出、育成、活動継続の支援 

 第１層 ・ 第２層コーディネーター 

習志野市 

・コーディネーターの配置 

・担い手に対し、補助金などによる支援 

地域サロン 

（通いの場） 
家事の支援 

（訪問） 
見守り 

軽度の支援を要する 

高齢者 

支援の担い手 

市民団体・ボランティアグループ 

介護事業者 など 
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●地域ケア推進会議事業 

   現 状 

第７期計画においては、市内の生活支援サービスに関する情報共有・連携強化の中核となるネ

ットワーク（協議体）として「地域支え合い推進協議会」を第１層に設置し協議してきましたが、令

和元（２０１９）年度で終了としました。 

令和２（２０２０）年度は、生活支援サービスに関する情報共有、連携強化に留まらず、地域包括

ケアシステムの深化・推進を図るため、「生活支援」のほか、「医療」、「介護」、「住まい（生活の

場）」、「介護予防」を視野に入れた検討の場となる、市全体の会議体として、「地域ケア推進会議」

を設置しました。 

また、５つの日常生活圏域においては、高齢者相談センターごとに地域の課題について検討を

行う「地域ケア圏域会議」を実施しています。 

さらに、地域の個別の事例については、高齢者相談センターごとに、困難事例に対する検討や個

別の自立支援と介護予防をテーマに検討を行う「地域ケア個別会議」を実施しています。 

 

地域ケア会議の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

地域ケア会議（圏域・個別）

の開催数（回） 
24 19 24 

 

 

   今後の取り組みと目標 

令和２（２０２０）年度より新たに設置した「地域ケア推進会議」において、高齢者の地域生活に

おける課題を共有し、課題解決に必要な資源開発や地域づくりに関する内容について、「生活支

援」のほか、「医療」、「介護」、「住まい（生活の場）」、「介護予防」などに関わる様々な関係者と

ともに、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた、高齢者サービスおよび地域における多様な

社会資源による支援体制の構築を検討します。 

また、圏域においては、引き続き、地域ケア個別会議、地域ケア圏域会議を実施します。 

なお、地域ケア個別会議においては、困難事例の検討だけではなく、要支援者などのプランに対

して、介護予防・自立支援の観点から、医療専門職の助言をもらえる場として介護予防・自立支援

検討会議を実施し、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域でその能力に応じて自立した日常生活

を営むことができるよう支援していきます。 
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 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

地域ケア推進会議の開催数（回） 2 2 2 

地域ケア会議（圏域・個別）の 

開催数（回） 
20 20 20 

地域ケア個別会議のうち、「介護予防・

自立支援検討会議」の開催数（回） 
5 5 5 

地域ケア個別会議のうち、「介護予防・

自立支援検討会議」における各圏域の

ケアマネジャーの参加率（％） 

60.0 60.0 60.0 

 

※地域包括ケアシステムに係る本市の会議体のイメージ図 

※地域ケア会議のイメージ像 

※会議体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成中 
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②高齢者相談員の活動支援 

   現 状 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、定期訪問による見守りや福祉制度の案内

などを行う高齢者相談員に活動していただいています。 

平成２９（２０１７）年度までは定員５５名でしたが、高齢者の増加などに対応するため、平成３０

（２０１８）年度より、５６名に増員しました。 

定期訪問以外にも、避難行動要支援者支援事業に協力し、地域の高齢者の安全・安心に寄与

しています。 

 

高齢者相談員による定期訪問活動状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

独居高齢者世帯（世帯） 894 831 786 

高齢者世帯（世帯） 62 77 65 

日中独居世帯（世帯） 75 68 69 

合計（世帯） 1,031 976 920 

 

 

   今後の取り組み 

在宅で生活する高齢者が増加傾向にあるため、第８期計画においても、継続して地域での見守

り活動を行います。 
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③地域で高齢者を支える市民の養成と活動支援 

●生活支援などのサービスの担い手の養成と活動支援 

   現状と課題 

要支援者など日常生活に援助が必要な在宅高齢者に対して生活援助を行う担い手を養成す

るため「市認定ヘルパー養成講座」を実施しています。                                     

養成講座修了者は、緩和した基準によるサービス事業所または習志野市ボランティア・市民活

動センターへ登録し、必要なサービスの活動に関わっていけるよう支援しています。 

市域全体の要支援者など日常生活に援助が必要な在宅高齢者に対して生活援助を実施する

ためには、市域にバランスよく生活支援などのサービスの担い手が必要です。 

市域の東側、西側の会場でそれぞれ養成講座を実施し、市域にバランスよく生活支援などのサ

ービスの担い手が存在し、困った時に支えられる環境体制整備を進めていく必要があります。 

 

市認定ヘルパー養成講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

開催期数（期） 2 2 2 

修了者（人） 23 41 21 

 

 

   今後の取り組みと目標 

第８期計画においても、市認定ヘルパー養成講座を継続して開催し、市域にバランスよく生活支

援などのサービスの担い手が存在し、緩和した基準によるサービス事業所あるいは地域のボラン

ティアなど、必要なサービスの活動に関わっていける体制の整備に努めます。 

 令和3 

(2021)年度 

令和4 

(2022)年度 

令和5 

(2023)年度 

市認定ヘルパー養成講座の修了者のうち、

習志野市ボランティア・市民活動センター

へ登録または緩和した基準によるサービス

事業所への登録する人の割合（％） 

100 100 100 

市認定ヘルパー養成講座の修了者のうち、

ボランティアまたは緩和した基準によるサ

ービス事業所などの多様なサービスの提供

に携わる人の割合（％） 

30.0 35.0 40.0 
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●市民後見人の養成と活動支援 

   現状と課題 

成年後見センター業務については、平成30（２０１８）年度から習志野市社会福祉協議会に委

託して実施しています。 

認知症などにより判断能力が十分でない人が成年後見制度を利用する場合では、本人に代わ

り財産管理や必要な介護サービスなどの契約行為をする後見人は、これまで親族や専門職が担

ってきました。 

今後、専門職などの担い手の不足といった理由から、地域のなかで社会貢献に意欲のある人に、

きめ細やかな対応が可能な後見人となっていただく市民後見人の養成が必要となっているため、

平成26（２０１４）年度から市民後見人養成講座を開催しています。 

現在は、市民後見人養成講座修了生に対し、フォローアップ講座（前年度修了者を対象）や勉

強会（修了者全員を対象）を実施しています。 

市民後見人養成講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

修了者数(人) 14 13 ― 

※養成講座修了者の人数が目標数を超過したため、令和元（2019）年度の養成講座を休止しました。 

 

市民後見人養成講座のカリキュラム概要（平成30（２０１８）年度） 

・成年後見制度について（合計270分） 

・後見人の業務について（合計540分） 

・対象者の理解について（合計270分） 

・社会福祉制度について（合計490分） 

・現場実習（2日間） 

・その他 

 

   今後の取り組みと目標 

市民後見人養成講座修了生の育成に努め、後見業務に携われるよう支援体制の整備を図りま

す。 

また、養成講座を２、３年に１回にするなどのルール作り（１年目に養成、２、３年目で育成）の整

備を図ります。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

市民後見人養成講座受講者のうち、

習志野市成年後見センターへ登録

する人の人数（人） 

― ― 20 
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●認知症サポーターの養成 

   現状と課題 

認知症の人やその家族が安心して暮らしやすいまちになることを目指して、地域で見守り支援を

行う認知症サポーター（P.82）を養成する養成講座を開催しました。 

認知症サポーター養成講座は事業所での開催や地域での開催が浸透してきていますが、参加

者は高齢者が多く、若年層の参加が少ない状況にあります。 

高齢者相談センターにおいては、認知症の人とその地域の人たちと一緒に接し方を学ぶなど、

地域に密着した小グループでの開催も行われるようになりました。 

認知症地域支援推進員（P.８６）が中心となって、認知症サポーターが地域で活動していくため

の支援の仕組みづくりが必要です。 

 

認知症サポーター養成講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

実施回数（回） 31 44 38 

受講者数（人）延べ 946 1,255  1,099 

教育機関における認知症サポーター養成講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

実施学校数（校） 2 4 5 

受講者数（人）延べ 279 399 589 

 

   今後の取り組みと目標 

より幅広い層の人が、認知症に対する正しい知識と理解を深め、認知症の人を支える地域づく

りができるように、市内教育機関での取り組みが進むよう関係機関と連携し、養成講座の開催に

努めます。 

また、養成した認知症サポーターの地域での活動を支援するため、フォローアップ研修の充実を

図ります。 

認知症地域支援推進員が中心となって、認知症サポーターフォローアップ研修を受けた人材を

それぞれの地域の認知症カフェ（ならしのオレンジテラス）（P.89）などにおいて、認知症の人を支

える活動に継続的に参加できるような仕組みづくりを行います。 

 令和3 

(2021)年度 

令和4 

(2022)年度 

令和5 

(2023)年度 

認知症サポーター養成講座 

受講者数（人） 
500 500 500 

認知症サポーター養成講座 

実施教育機関数 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 

増加 

（前年度比） 
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●キャラバン・メイトの養成と活動支援 

   現 状 

認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイト（P.８２）の千葉県主催の養成研修

受講を推進し、人材を確保しています。 

令和元（２０１９）年度においては、教育機関などでの実施拡大に向けて、本市主催のキャラバ

ン・メイト養成講座を実施し、３６名を養成しました。 

また、活動支援・意欲向上のための研修を目的としたキャラバン・メイト連絡会を年１、2回実施

しました。 

 

認知症キャラバン・メイト登録者数（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

登録者（人） 96 100 134 

 

キャラバン・メイト連絡会の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

開催数（回） 2 2 1 

 

   今後の取り組み 

キャラバン・メイトの支援とともに、養成した認知症サポーターの地域での活動を支援するため、

フォローアップ研修の充実を図ります。 
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●転倒予防体操推進員の養成と活動支援 

   現 状 

てんとうむし体操（転倒予防体操）の普及（P.１１５）を行う「転倒予防体操推進員」を養成する

ため、平成２７（２０１５）年度から、毎年、養成講座を実施しています。 

令和元（２０１９）年度に転倒予防体操推進員の要領改正を行い、より活発に地域で活躍できる

人材を育成し地区資源とするため、「要支援・要介護認定者および介護予防・生活支援サービス

事業対象者の判定を受けていない心身ともに健康な者であること」を転倒予防体操推進員の条

件に追加しました。 

転倒予防体操推進員に対しては、身近な地域において主体的な活動ができるように活動場所

へ出向いての支援や、研修会の開催などを実施しています。 

平成３０（２０１８）年度から、転倒予防体操を普及している団体に対し補助金を交付しています。 

 

転倒予防体操推進員養成講座の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

新規登録者数（人） 19 15 15 

転倒予防体操推進員数（人） 119 126 127 

 

転倒予防体操推進員への各種活動支援の実績（各年度末時点） 

 
平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

地区活動支援（種類） 105 101 58 

地区会開催（回） - 1 1 

健康フェア参加支援（種類） 5 5 3 

研修会開催（回） 3 4 3 

 

転倒予防体操推進団体補助金交付の実績（各年度末時点） 

 平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

転倒予防体操推進団体補助金 

交付団体数（団体） 
9 11 

 

 

   今後の取り組み 

第８期計画においても養成講座を継続して実施し、地域で高齢者を支える担い手づくりをしてい

きます。 

また、地域の介護予防活動を支援するための取り組みも継続していきます。 
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④地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動の推進 

   現 状 

民生委員、高齢者相談員を含む地域住民や、高齢者宅を訪問する機会がある事業者などが、

身近な地域に住む高齢者の異変を感じた際に、高齢者相談センターへ連絡・相談することにより、

高齢者をゆるやかに見守る習志野市高齢者見守りネットワーク事業（P.91）を推進しています。 

これまで、声かけや訪問による見守り活動を支援するツールとして、高齢者相談センターなどの

通報先一覧を携帯できる「連絡先カード」、簡易温度計を貼付した「熱中症予防カード」といった

物品を作成し、配布しました。 

また、平成２３（２０１１）年５月に発足した「習志野市高齢者見守り事業者ネットワーク」は、令和

元（２０１９）年度末時点で４１事業者と協定を締結しています。 

平成27（２０１５）年度からは、協定を締結した事業者による見守りや高齢者に関する困りごと

の対応例などを情報共有し、事業者の連携強化を図るため、「習志野市高齢者見守り事業者ネッ

トワーク協力事業者連絡会」を開催しています。 

 

高齢者見守り事業者ネットワーク協力事業者数（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

協定締結事業者数 45 ※ 43 ※ 41   
※１ 閉業により、協定を解消した事業者があるため減少 

 

 

   今後の取り組みと目標 

第８期計画においても、取り組みを継続します。 

「習志野市高齢者見守り事業者ネットワーク」について、事業者の協力を募り、５０事業者との協

定締結を目指します。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

協定締結事業者数 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 130 - 

 

⑤地域の高齢者の通いの場の確保 

◎通いの場 

 介護予防に資する住民主体の通いの場として、以下の条件に該当し、市が把握しているもののうち、

活動実績があるもの（介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況調査より） 

・体操や趣味活動などを行い、介護予防に資すると市が判断する通いの場であること  

・通いの場の運営主体は、住民であること 

・通いの場の運営について、市町村が財政的支援を行っているものに限らないこと 

・月1回以上の活動実績があること 

※国の調査により、市が設定しています 

 

   現状 

通いの場としては、地域の一般の高齢者を対象に市が養成した市民ボランティアである転倒予

防体操推進員がリーダーとなって介護予防を行う転倒予防体操活動団体と、すべての高齢者を

対象により身近な場所で月1回以上の体操や運動、趣味活動などの介護予防につながる活動を

行っている住民主体の集まりである地域テラス、高齢者相談センターが主催で実施している高齢

者のつどいなどがあります。 

転倒予防体操活動団体、地域テラスに対しては、平成30（２０１８）年度より補助金を交付して

います。 

高齢者の通いの場への参加状況（令和元（2019）年度末時点） 

 
令和元 

（2019）年度 

地域介護予防活動（延人数） 

 

てんとうむし体操（転倒予防体操） 30,601 

地域テラス 181 

高齢者の集い（高齢者相談センター） 3,165 

合計 33,947 

高齢者の社会参加（延人数） 

 

あじさいクラブ 2,434 

さくらの家（サークル利用者） 11,493 

芙蓉園（サークル利用者） 21,245 

寿学級 4,830 

ふれあい・いきいきサロン 480 

合計 40,482 

高齢者の就労活動（延人数） 

 
シルバー人材センター 115,570 

合計 115,570 

認知症カフェ（実人数） 

 認知症カフェ（ならしのオレンジテラス） 1,138 

 合計 1,138 
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    今後の取り組みと目標 

高齢者の地域の介護予防活動、高齢者の社会参加の場となる活動の開催および継続の支援

や新たな通いの場の把握に努めるとともに、高齢者人口の８％が通いの場へ参加している状態を

目指します。 

 
令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

地域介護予防活動の延人数の合計（人） 33,947 33,947 33,947 

高齢者等実態調査で、通いの場へ参加して

いると回答した人の割合（％） 
― 8.0 ― 

 

 

⑥習志野市社会福祉協議会による活動 

●ふれあい・いきいきサロン（地域サロン） 

   現 状 

地域の人たちが集い食事会・茶話会・おしゃべり・情報交換をはじめ、参加者が講師となって手

芸・趣味活動に取り組んだり、ゲーム・レクリエーション活動、健康体操、健康チェックなど活動内容

は各支部（１６地域）で異なり多岐にわたります。 

また、これらの各支部が実施するサロンに加え、地域住民が歩いて行ける、より身近な場所で実

施している住民同士の交流や仲間づくり、生きがいづくり、閉じこもり予防・介護予防などを行う地

域住民の集まりに対して、助成を行っています。  

 

ふれあい・いきいきサロン（地域サロン）の実施状況（各年度末時点） 

 平成30 

（2018）年度 

平成31 

（2019）年度 

令和2 

（2020）年度 

ふれあい・いきいきサロン 

（地域サロン）設置数（箇所） 
44 48 48 

 

   今後の取り組みと目標 

地域住民が住み慣れた地域で孤立せず、いつまでも安心して生活していける地域づくりにつな

げていくため、引き続き、ふれあい・いきいきサロンを実施し、助成を行うとともに設置数の拡大を目

指します。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

ふれあい・いきいきサロン 

（地域サロン）設置数（箇所） 
54 59 64 

 

●三世代交流と思いを届ける出前講座 
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   現 状 

地域の行事での三世代交流、学校などを含めた世代間交流を行っています。 

また、この事業とは別に障がいのある人やその家族などで構成されている団体の協力をいただ

き、「想いを届ける出前講座」を実施しています。 

 

   今後の取り組み 

習志野市社会福祉協議会の広報紙やホームページ、学校に配布している「福祉図書目録」を

活用して、講座の普及に努めます。 

また、学校の「福祉教育」や地域で行われている「勉強会」で活用していただけるように働きか

けを行います。 

 

 

●住民参加型家事援助等サービス事業 

   現 状 

地域の高齢者を中心に、障がい者や子育て中の家庭を対象として、掃除、外出のお手伝い、話

し相手など、日常生活のちょっとした困りごとを、地域住民同士で助け合う住民参加型家事援助な

どのサービスを実施しています。 

現在１６支部中9支部で実施しており、１時間４００円～５００円の有償で行われています。 

 

   今後の取り組み 

習志野市社会福祉協議会のホームページや広報紙を活用し、本事業を支える協力員の募集だ

けでなく、ボランティア・市民活動センターとも連携し、協力員の発掘・育成にも努めながら、未実施

の7支部についても、実施に向けて取り組んでいきます。 

また、住民の困りごとに対応している機関の発掘、連携についても検討していきます。 
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基本施策４－２ 高齢者の社会参加の促進 

 

高齢になると心身の機能の低下などから、不安感・孤独感が高まってくる傾向にあります。明

るく活力に満ちた高齢社会を実現していくためには、生きがいを見出し、持ち続けることが大切

です。 

高齢者がこれまで培った知識・技能を活かして地域社会で生かすことが生きがいや地域の

活力を生み出し、また、高齢者自身の健康づくり、介護予防にもつながることから、高齢者が性

別や年齢を超えて地域の人々と交流し、ともに活動できるよう地域で活躍する場の支援や整備

を推進していきます。 

 

①高齢者の就業支援 

●シルバー人材センター補助事業 

   現 状 

定年退職後などの高齢者に対して、生きがいの充実や社会参加の促進を図ることを目的に、地

域に密着した仕事を提供している、公益社団法人習志野市シルバー人材センターに対し、運営費

などの補助を行っています。 

会員数は、現状を維持していますが、契約件数および延べ就業人数は増加傾向にあります。 

 

シルバー人材センター会員登録数などの状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

会員登録数（人） 958 951 952 

契約件数（件） 2,767 2,590 2,656 

延就業人数（人） 109,869 113,024 115,570 

就業率（％） 89.6 92.4 89.4 

 

   今後の取り組みと目標 

高齢化が進展するなかで、高齢者が持つ知識や技能を活かし、就業を通じて生きがいの充実

や活力のある地域社会づくりに寄与できるよう、支援を継続します。 

また、会員の増強活動や就業開拓などにも取り組んでいただき、魅力あるシルバー人材センタ

ー運営をお願いしていきます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

シルバー人材センター 

会員登録数（人） 
― ― 1,100 
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②老人クラブ活動の支援 

●あじさいクラブ活動事業 

   現状と課題 

高齢者の健康増進や、会員相互の親睦を目的とした老人クラブの合同組織として「習志野市あ

じさいクラブ連合会」を組織し、各種スポーツ大会や芸能大会など、年間を通して実施している活

動に対し支援を行っています。 

会員の高齢化に伴い、各事業の参加者が減少傾向にあるため、高齢者が積極的に参加できる

環境づくりを検討する必要があります。 

 

老人クラブ数および会員数（各年度4月1日時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

単位クラブ数 52 53 53 

会員数（人） 2,455 2,438 2,434 
※習志野市あじさいクラブ連合会加入団体 

 

習志野市あじさいクラブ連合会主催事業の参加状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会（人） 442 375 368 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（人） 156 170 161 

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ大会（人） 169 （雨天中止） 152 

ペタンク大会（人） 54 53 63 

芸能大会（人） 708 407 662 

 

   今後の取り組みと目標 

高齢者が住み慣れた地域で元気に活動することで地域の活性化につながり、地域社会が豊か

になることが期待されるため、第８期計画においても、引き続き、あじさいクラブ活動を支援します。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

1単位クラブあたりの会員数 
2人増 

（前年度比） 

2人増 

（前年度比） 

2人増 

（前年度比） 

各種大会参加者数（人） 
増または現状維持 

（前年度比） 

増または現状維持 

（前年度比） 

増または現状維持 

（前年度比） 
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③老人福祉センターの運営 

   現 状 

習志野市では、市内在住の６０歳以上の人が利用できる老人福祉センターを２か所設置（老人

福祉センターさくらの家、高齢者福祉センター芙蓉園）し、指定管理者による運営を行っています。 

指定管理者制度の導入から１０年以上が経過し、指定管理者による運営が定着しており、健康

づくりや各種講座の開催といった法人独自の取り組みが好評を得ています。 

 

老人福祉センターの利用状況（各年度末時点） 

 老人福祉センターさくらの家 高齢者福祉センター芙蓉園 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

一般利用者（人） 61,098 57,901 47,239 58,615 58,025 51,859 

団体利用者（人） 759 470 398 2,695 3,271 3,097 

 

 

   今後の取り組み 

社会参加・仲間づくりにより生きがいを持って日常生活を送ることや、運動の習慣の継続などに

より、心身の機能を維持し、要支援・要介護状態を予防することも期待されます。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の通いの場や、介護予防教室の開

催場所として活用することも可能であるため、第８期計画においても運営を継続します。 
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④高齢者の地域交流の支援 

●高齢者ふれあい元気事業 

   現状と課題 

高齢者を敬愛し、多世代による地域交流を促進することを目的に、地域や町会などが主催する

各種事業（地域まつり、高齢者を交えた交流会など）に対し、補助金を交付しています。 

事業開始以来、約８割の町会により活用されていますが、補助金を活用していない町会に対し、

積極的な利用をお願いしていく必要があります。 

 

高齢者ふれあい元気事業の実施状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

全体町会数 252 251 250 

実施町会数 206 202 195 

実施率（％） 81.7 80.5 78.0 

 

   今後の取り組みと目標 

高齢者と地域の方が交流し安全で安心して暮らせるまちづくりの一助として、引き続き、補助を

行うとともに、実施率の向上を目指します。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

実施率 
1％増 

（前年度比） 

1％増 

（前年度比） 

1％増 

（前年度比） 
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⑤生涯学習参加への支援 

   現状と課題 

市内公民館では、60歳以上の人を対象とした「寿学級」をはじめ、各種講座を開講しています。

寿学級は高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、毎週水曜日に開催され、年間延べ約

6,000人の学級生が一般教養やレクリエーションなどの学習を通し、親睦を図っています。 

また、多様化するニーズに対応したテーマや地域参加のための講座にも取り組んでいます。 

市内公民館それぞれの地域の特色を活かしたまちづくりについて学び、実践する地域学習圏会

議は、世代を超えた人々が交流・参加する場となっています。 

しかしながら、これら講座などの参加者は固定化・減少傾向にあり、新たな参加者の拡大が課

題です。 

市民カレッジについては、平成７（１９９５）年度から開講し、高度化する市民の学習ニーズに応

えてきました。 

平成25（２０１３）年度からは「学びの成果を地域で活かす」ことを目標としたカリキュラムを実

施し、座学より実践的な体験学習を中心に展開してきています。 

令和元（２０１９）年度までに合計１,７６４名が卒業しており、今後も卒業生が地域で活躍できる

機会と学習内容を拡充していく必要があります。 

 

生涯学習の参加状況（各年度末時点） 

 平成29 

（2017）年度 

平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

寿学級 

延べ参加者数（人） 
5,784 5,730 4,830 

市民カレッジの60歳以上 

の受講生数（人） 
64 72 62 

※令和元年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、寿学級の一部（令和2年3月分）を中止 

 

   今後の取り組みと目標 

公民館の講座については、地域の高齢者の参加を促進するため、多様化するニーズに応えられ

る魅力的な講座や学習内容の拡充に努めます。 

市民カレッジについては、定期的な学習内容の見直しと、活動内容のPRに努め、参加者の拡充

に努めます。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2022）年度 

令和5 

（2023）年度 

寿学級 

延べ参加者数 
約6,000人の維持 約6,000人の維持 約6,000人の維持 

市民カレッジの60歳以上

の受講生数（人） 
70 70 70 
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⑥生涯スポーツ参加への支援 

   現状と課題 

スポーツ推進委員が主催する「スポーツ奨励大会」や市民スポーツ指導員が企画・運営する

「地区活動」において、高齢者が参加しやすいスポーツイベントが開催され、多くの人が参加して

います。 

また、行政と協働で立ち上げた３つの総合型地域スポーツクラブにおいては、多くの高齢者が会

員として活動し、スポーツを通じた健康づくりはもちろんのこと、地域の人とのコミュニケーションづ

くりに役立っています。 

さらに、公益財団法人習志野市スポーツ振興協会では、高齢者のニーズに応じたプログラムや

取り組みやすい運動メニューを提供しています。 

平成３０（２０１８）年度に実施した「習志野市スポーツ・運動に関する市民アンケート」によると、

高齢者のスポーツ・運動の実施率は他の年代に比べて高いことがわかっていますが、普段運動す

る人やイベントや行事への参加者は固定化している傾向があり、いかに普段運動していない高齢

者の参加につなげられるかが課題です。 

 

生涯スポーツの参加状況（各年度末時点） 

 平成30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

総合型地域スポーツクラブ 

（3クラブ）の60歳以上の会員数（人） 
369 366 

スポーツ奨励大会（歩け歩け大会） 

の60歳以上の参加者数（人） 
107 71 

 

 

   今後の取り組みと目標 

引き続き、高齢者が参加しやすいプログラムやイベントを企画し、高齢者が積極的に取り組み、

楽しむことができるよう庁内関係各課やスポーツ推進団体と連携を図り、支援を行います。 

 令和3 

（2021）年度 

令和4 

（2021）年度 

令和5 

（2022）年度 

総合型地域スポーツクラブ 

（3クラブ）の60歳以上の会員数（人） 
400 400 400 

スポーツ奨励大会（歩け歩け大会） 

の60歳以上の参加者数（人） 
150 150 150 

 

  



 

 

- 139 - 

 

 

⑦バリアフリーのまちづくりの推進 

   現 状 

高齢者・障がい者などの移動が困難な人が、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、平

成１８（２００６）年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に対

応した整備を推進するため、平成１７（２００５）年３月に策定した「交通バリアフリー基本構想」を

発展的に見直し、平成２６（２０１４）年１０月に「習志野市バリアフリー移動等円滑化基本構想（以

下、基本構想）」を策定しました。 

基本構想の基本理念を「誰もが心身ともに快適に移動できる やさしいまちづくり」とし、心のバ

リアフリー（障がいなどに対する正しい理解や支援体制の充実など）とハード面の整備（駅やバ

ス・タクシー、歩道、信号機などのバリアフリー整備）により、安全に・安心して外出や施設利用がで

きる環境をつくり、心身ともに健やかにくらすことができる、やさしいまちづくりを進めています。 

令和２（２０２０）年度までに掲げていたノンステップ導入率については、目標値の７０％を達成し

ました。 

 

   今後の取り組み 

基本構想において重点整備地区に選定した3地区「JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地

区」「京成津田沼駅周辺地区」「新習志野駅周辺地区」について、令和７（２０２５）年度を目標年

度とする基本構想に基づいた「習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画」により、一体

的なバリアフリー整備を図ります。 

また、重点整備地区以外の地区についても、高齢者や障がい者などが円滑に通行できるよう、

道路や公共施設などの新設・改築にあわせて、順次バリアフリー整備を推進します。 

 

 参考：習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画における目標 

当該地区内の主要施設を結ぶ経路のうち、重点的にバリアフリー化を図るべき経路である

「生活関連経路」について、障がい者誘導用ブロック設置や歩道の段差改善を推進すると共に、

バリアフリー対応信号機整備を促進します。（令和 7（2025）年度 整備率 100％） 

 

  



 

 

- 140 - 

 

第５章 各施策の個別目標のまとめ 
 

 

基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

 

 

指 標 

第８期計画の個別目標 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

 

基本施策1－1 介護サービスの提供体制の整備 

 

認知症グループホームの合計定員数 1８８人（新規整備分：36人） 

小規模多機能型居宅介護または看

護小規模多機能型居宅介護の合計
定員数 

116人（新規整備分：２９人） 

基本施策1－2 高齢者の住まいの確保 

 高齢者向け住まいの供給量 高齢者人口（65歳以上）の３％以上 

基本施策1－３ 介護サービスの質の確保 

 
指定事業所の 
実地指導実施事業所数 

16事業所 16事業所 17事業所 

 （実地指導の実施率） （17.2%） （16.6%） （17.0%） 

 集団指導実施回数 1回 1回 1回 

 介護サービス相談員受入れ事業所数 80事業所 83事業所 85事業所 

 介護サービス相談員訪問回数（延） 672回 672回 672回 

 介護サービス相談員の派遣 14人 14人 14人 

基本施策1－４ 介護給付の適正化 

 重度変更率（千葉県とのかい離） ― ― 
０．５ポイント
以内 

 
居宅介護事業所の 
実地指導実施事業所数 

10事業所 10事業所 10事業所 

 ケアプラン点検件数 ２00件 ２00件 ２00件 

 集団指導実施回数 1回 1回 1回 

 医療費突合実施率 70.0% 80.0% 90.0% 

 縦覧点検実施率 70.0% 80.0% 90.0% 

 介護給付費の通知件数 23,003件 24,073件 25,191件 
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基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

 

 

指 標 

第８期計画の個別目標 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

 

基本施策2－1 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

 地域ケア会議（圏域・個別）の開催数 ２０回 ２０回 ２０回 

基本施策２－2 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 多様な主体によるサービスの担い手を
養成する研修受講修了者と事業所と
のマッチング 

２回 ２回 ２回 

 生活援助訪問型サービスの提供 調整中 

 住民主体による訪問型サービスの提
供 

調整中 

 住民主体による訪問型サービスを提供
する団体数 

１団体 2団体 ３団体 

 運動機能向上ミニデイ型サービス、介
護予防ミニデイ型サービスの提供 

調整中 

 住民主体による通所型サービスの提
供 

調整中 

 住民主体による通所型サービスを提供
する団体数 

１団体 ３団体 ５団体 

 通所型短期集中予防サービスの提供 調整中 

基本施策２－3 医療と介護の連携体制の構築 

 高齢者等実態調査で、高齢者相談センタ
ーが果たしている役割を「多職種連携マネ

ジメント」と回答した事業者の割合 

― 25.0％ ― 

基本施策２－4 認知症施策の推進 

 認知症サポーター養成講座受講者数 500人 500人 500人 

 認知症サポーター養成講座実施教育
機関数 

増加 
（前年度比） 

増加 
（前年度比） 

増加 
（前年度比） 

 認知症初期集中支援チームの稼働数 ２チーム ２チーム ２チーム 

基本施策２－5 高齢者の見守り 

 習志野市SOSネットワークにより 
発見できない行方不明高齢者の数 

0人 0人 0人 

基本施策２－6 高齢者の権利擁護 

 消費者被害相談事例などの 
関係機関への情報提供の頻度 

３か月毎 ３か月毎 ３か月毎 

 成年後見制度の 

まちづくり出前講座の実施回数 
５回 ６回 ７回 

 成年後見センターによる法人後見新規
受任件数 

― ― ５件 
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基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

 

 

指 標 

第８期計画の個別目標 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

 

基本施策3－1 成人期から取り組む健康づくり 

 小・中学校での健康教育実施数 1８校 ２０校 ２３校 

 特定健康診査受診率 3８．0％ 3９．0％ ４０．0％ 

 高齢者等実態調査で、定期的に歯科
受診(健診含む)をしていると回答した
人の割合（一般高齢者） 

－ ６５．0％ － 

 高齢者等実態調査で、定期的に歯科
受診(健診含む)をしていると回答した
人の割合（在宅要支援認定者など） 

－ 50.0％ － 

 高齢者等実態調査で、1年以内にが
ん検診を受けていると回答した人の

割合（一般若年者） 

－ ４７．0％ － 

 高齢者等実態調査で、1年以内にが
ん検診を受けていると回答した人の
割合（一般高齢者） 

－ ４５．0％ － 

 後期健康診査受診率 ３９．８％ ４０．８％ ４１．８％ 

基本施策3－2 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

 地域運動習慣自主化事業 
立ち上げ支援団体数 

４団体 ４団体 ４団体 

 介護予防教室参加者の合計数 １50人 １50人 １50人 

 介護予防教室参加者のうち、地域の

通いの場につながった人の数 
２0人 ２0人 ２0人 

 介護予防教室参加者のうち、運動習
慣化の意識を持っている人の割合 

80.0％ 80.0％ 80.0％ 

 介護予防教室参加者のうち、生活機
能が維持・向上している人の割合 

80.0％ 80.0％ 80.0％ 
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基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 

 

 

指 標 

第８期計画の個別目標 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

 

基本施策4－1 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

 住民主体による 
通所型サービスを提供する団体数 

１団体 ３団体 ５団体 

 住民主体による 
訪問型サービスを提供する団体数 

１団体 ２団体 ３団体 

 住民主体による一般介護予防（サロ
ンなど）を提供する団体数 

１０団体 １１団体 １２団体 

 地域ケア推進会議の開催数 ２回 ２回 ２回 

 地域ケア会議（圏域・個別）の開催数 ２０回 ２０回 ２０回 

 地域ケア個別会議のうち、「介護予
防・自立支援検討会議」の開催数 

５回 ５回 ５回 

 地域ケア個別会議のうち、「介護予

防・自立支援検討会議」における各
圏域のケアマネジャーの参加率 

６０．0％ ６０．0％ ６０．0％ 

 市認定ヘルパー養成講座の修了者
のうち、ボランティア・市民活動センタ
ーへ登録または緩和した基準による
サービス事業所へ登録する人の割合 

100％ 100％ 100％ 

 市認定ヘルパー養成講座の修了者
のうち、ボランティアまたは緩和した基
準によるサービス事業所など多様な

サービスの提供に携わる人の割合 

３０．0％ ３５．0％ ４０．0％ 

 市民後見人養成講座受講者のうち、

習志野市成年後見センターへ登録す
る人の数 

― ― ２０人 

 認知症サポーター養成講座受講者数 500人 500人 500人 

 認知症サポーター養成講座実施教育
機関数 

増加 
（前年度比） 

増加 
（前年度比） 

増加 
（前年度比） 

 高齢者見守り事業者ネットワーク 
協定締結事業者数 

50事業者 

 地域介護予防活動の延べ人数の合
計数 

33,947人 33,947人 33,947人 

 高齢者等実態調査で、通いの場へ参
加していると回答した人の割合 

― ８.0％ ― 

 ふれあい・いきいきサロン 
（地域サロン）設置数 

５４か所 ５９か所 ６４か所 
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指 標 

第８期計画の個別目標 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

  

基本施策4－2 高齢者の社会参加の促進 

シルバー人材センター会員登録数 ― ― 1,100人 

あじさいクラブ活動事業 
１単位クラブあたりの会員数 

2人増 
（前年度比） 

２人増 
（前年度比） 

２人増 
（前年度比） 

あじさいクラブ活動事業 

各種大会参加者数 

増 または 

現状維持 
（前年度比） 

増 または 

現状維持 
（前年度比） 

増 または 

現状維持 
（前年度比） 

高齢者ふれあい元気事業実施率 
1.0％増 
（前年度比） 

1.0%増 
（前年度比） 

1.0%増 
（前年度比） 

寿学級 延べ参加者数 
約6,000人
の維持 

約6,000人
の維持 

約6,000人
の維持 

市民カレッジの60歳以上の受講生 
  数 

７０人 ７０人 ７０人 

総合型地域スポーツクラブ（３クラ 
ブ）の60歳以上の会員数 

4００人 4００人 4００人 

スポーツ奨励大会（歩け歩け大会） 

の60歳以上の参加者数 
1５０人 150人 15０人 
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第３編 介護保険事業費と保険料の推計 
 

 

 

 

 

 


